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受付番号

受 付 日 
要望要旨 担当部署 回答内容 

H30.10.01 

◯県道曽地中三田線での倒木 地域整備課 丹波土木事務所道路第２課へ連絡しました。 

H30.10.01 

◯一級河川曽地川の被災 地域整備課 丹波土木事務所河川課へ連絡しました。 

H30.10.01 

◯市道大沢新栗栖野線の路肩における車両停車規制について 地域整備課 路肩部へポストコーンを設置します。 

30075 

H30.10.02 

◯防災行政無線戸別受信機の受信不良状態の改善に関する要望について 地域コミュニテ

ィ課 

新しい受信機を発注して１０月初めに納品があったため、設定ができ次第交換できる

ようになりました。交換は、それぞれの世帯へ連絡し、西紀支所へ壊れた受信機と引き

換えに来ていただきます。防災行政無線の放送が聞こえにくくなったことについては、

他の自治会からもお聞きしています。８月２３日の台風２０号接近以来度重なる台風の

通過で中継局（山岳山頂）が何らかの損傷を受けているかもしれないとのことで、１０

月２２日保守業者による中継局他防災行政無線システムの設備点検整備を行いました。

それでも改善されない場合は、保守業者による個別訪問により点検させていただきます

のでお知らせください。 

H30.10.02 

◯市長が辞職表明されたが、辞職する必要はない。住民投票の結果を待ち、

対応を考えるべきだ。 

秘書課 市長の意向を説明しました。 

H30.10.02 

◯黒岡地内県道本郷東浜谷線の舗装修繕 地域整備課 丹波土木事務所道路第２課へ連絡しました。 

H30.10.02 

◯般若寺地内の市道に埋設されている排水管の径が上流側よりも下流側が

小さい径となっている。下水道建設時に工事しており、改善を依頼。 

下水道課 道路排水との関連性もあり、地域整備課と検討を行います。 

30076 

H30.10.03 

◯消防設備（防火水槽）の設置についての要望書 市民安全課 要望のありました防火水槽の設置は、平成３１年度に当該予算を確保し、実施するよ

うに努めます。また、篠山市消防施設等の整備に係る地元協力金に関する要綱により、

防火水槽の設置に要する経費は、２分の１の額を自治会の地元協力金としてご負担して

いただくか、地元協力金に代えるものとして用地を地元で提供していただくこととして

います。 

◯普通河川田松川の護岸浸食 地域整備課 経過観察します。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

H30.10.03 

30077 

H30.10.04 

◯要望書（林道辻奥山線の道路改修について） 農都環境課 ７月豪雨に起因する当該被災箇所は、県との協議の結果、治山事業の対象となりませ

ん。しかし被災状況等を鑑み、管理者に復旧いただくこととなりますが、林道の路線復

旧には篠山市林道維持管理事業補助金を活用いただけます。維持管理を実施する各団体

が事業主体となり、事業費の５０％を市で補助する制度です。また、当該林道へ土砂流

出している箇所は、市単独農林業施設災害復旧事業補助金を活用して土砂の流出を防ぐ

簡易土留め工等の設置ができます。補助割合については事業費の５０％を市で補助する

制度です。復旧時期や工法等をご協議いただき、市補助制度の活用の検討をお願いしま

す。 

 

H30.10.04 

◯出雲神社内の道路が台風により洗掘しているため、アスファルト舗装又

は材料支給をお願いしたい。 

地域整備課 出雲神社内の境内地の道路であり、法定外公共物（里道・水路）ではないため、市で

は支援できません。 

 

H30.10.04 

◯一級河川宮田川の護岸浸食 地域整備課 丹波土木事務所河川課へ連絡しました。 

 

H30.10.04 

◯県道丹南篠山口インター線の隣接水路の雑草の繁茂 地域整備課 丹波土木事務所道路第２課へ連絡しました。 

30079 

H30.10.05 

◯自治会活性化（天空農園再建）に伴う補助金のお願いについて（要望） 創造都市課 住民の方から地域の活性化のために市へ寄付していただいた天空農園（旧農文塾）の

建物は、一般社団法人ノオトが市から賃借して活用していましたが、平成２６年度に焼

失し、その後跡地の活用は懸案となっていましたが、具体的な取組には至っていません

でした。この度、一般社団法人ノオトから天空農園の再建の提案があり、自治会がそれ

に賛同し、地域をあげて取り組もうとされていることは、市としても望ましいことと考

えます。可能な限り要望に沿う形で、自治会の活性化（天空農園再建）に向けての取組

を支援するよう議会に提案する補正予算に盛り込む方向で進めています。 

 

H30.10.05 

◯①草野高架下の仮設トイレが台風により損傷している。②小坂地内の側

道の倒木処理 

地域整備課 ①自治会長へ利用状況を確認し、使用していないため処分します。②道路パトロール

員に撤去を指示しましたが、撤去済みでした。 

 

H30.10.05 

◯市道家中西支線の土水路の整備要望 地域整備課 次年度以降予算確保後に修繕を実施します。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

 

H30.10.05 

◯今田町上立杭地内の一般県道「下立杭柏原線」にて、大型車両通行の際

に下水道マンホール段差発生により振動を感じるため、早期改善を依頼。

下水道課 現地にて段差発生による振動が発生しているため、年度内の早期対応を計画します。 

 

H31.10.08 

◯味まつりでの商店街の賑わいを撮影時、職員が許可を得ずに店舗の様子

を撮影した苦情 

総務課 電話で「今回の件については謝罪・顛末についての文書不要。この電話で終了とする」

との連絡を受けました。 

 

H30.10.09 

◯自身が寺総代をしていたときに進めていた、墓の地目を山林から墓地に

変更する手続をするように現寺総代に言ってほしい。 

市民衛生課 自治会内寺総代意向を伝えました。 

 

H30.10.09 

◯八幡谷ダムの周回道路を利用しラリー大会を開催したい。 地域整備課 道路法に基づく市道深山線であり、交通管理者の意見を確認する必要があるため、篠

山警察署交通課に連絡しました。警察より企画内容の確認がされます。 

30080 

H30.10.10 

◯「つつみ峠」に関する要望書 地域整備課 ご要望の県道篠山三和線の危険個所は、丹波県民局の丹波地域社会基盤整備プログラ

ム（平成２６～３５年度）の見直しの後期計画に採択していただくよう丹波県民局長へ

意見書を提出しています。この度の要望書についても、１０月１１日に丹波土木事務所

長へ要望書の写しを手渡し、改めて後期計画へ採択をお願いしています。平成３０年１

月頃に後期計画の 終案が取りまとめられると報告を受けていますので今しばらくお待

ちいただきますようお願いします。 

B30021 

H30.10.10 

◯市役所庁舎前及び交響ホール西駐車場に職員のものらしき車が停まって

おり、いつもいっぱいで停められない。 

総務課 総務部長名で全職員に対し、相応の理由なく駐車することを厳禁とする旨の通達を行

いました。今後利用者のみなさまのご不便にならないよう努めます。 

 

H30.10.10 

◯市のＨＰで丹波篠山の表記が多い。なぜ初めから丹波篠山市にしなかっ

たのか。 

秘書課 経緯を説明しました。 

 

H30.10.10 

◯一級河川曽地川の洗掘 地域整備課 丹波土木事務所河川課へ連絡しました。 

30081 

H30.10.11 

◯契約金額改定について 管財契約課 ご要望いただきました契約金額改定については、市の積算を見直しご依頼のとおり平

成３０年度１１月分から契約金額を変更します。変更契約手続につきましては、各施設

担当から連絡します。 

30082 

H30.10.12 

◯平成３０年度児童・園児の教育環境に係る要望事項について 

１ 通学（園）路の安全確保について 

（１）ロードミラーの設置について 

市民安全課 

地域整備課 

教育総務課 

１（１） ロードミラーの設置について 

ご要望いただいているロードミラーの設置については、自治会の要望を受け実施して

います。該当する自治会と協議調整をお願いします。設置後においても危険個所として
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

（２）小学校周辺道路の安全対策について 

２ 教育条件及び環境整備について 

（１）適正な職員数の確保について 

（２）環境の整備について 

 ①学校法面の調査・点検について 

 ②きたっこはうすについて 

３ 地域の中心としての小学校・幼稚園の維持・発展について 

学事課 

学校教育課 

こども未来課 

日常的に利用されている住民や児童等へ注意喚起を行います。 

１（２） 小学校周辺道路の安全対策について 

運転者へ一時停止不履行防止の注意喚起のため「通学路交通安全プログラム」により

検討し、平成２８年度に市において交差点内のカラー舗装を施工しました。更なる注意

喚起について道路管理者である丹波土木事務所に要望内容を伝えています。 

２（１）適正な職員数の確保について 

完全複式学級になる学校には、兵庫県教育委員会が実施する新学習システムの推進に

係る加配教員が配置されることとなっていますが、配置がなされなかった場合には、篠

山市教育委員会として学級担任を補助する学校運営フォローアップ講師を配置できる

ように努めます。 

２（２）① 学校法面の調査・点検について 

学校の法面については、平成２４年度に地質調査を行い、建物自体（校舎や体育館）

には、大きな変状は見られないことから、硬い岩盤に直接基礎で支持されていると推定

される状況を確認しました。その上で犬走り（廊下）や斜面の変状は、表層の土砂が雨

や玉石の落下により緩みが生じて少し崩れていることや、犬走り（廊下）部分が表層土

砂のズレと一緒に下がり、亀裂や開口が発生していることが原因と考えられます。この

ことから、平成２５年度に表層に点在する玉石の除去、犬走りの補修、表層の崩壊を予

防する木柵工の設置を行いました。今後についても引き続き安全点検を行い、安全で安

心な学校生活が送れる環境づくりを行います。 

２（２）②きたっこはうすについて 

預かり保育施設「きたっこはうす」につきましては、来年度も運営を継続し、利用者

数に応じた保育の工夫を図ります。 

３ 地域の中心としての小学校・幼稚園の維持・発展について 

保護者や地域の方々の意見を大切にし、引き続き学校・家庭・地域が連携して魅力あ

る学校づくりに取り組んでいただけるよう支援します。 

30083 

H30.10.12 

◯平成３０年度児童の教育環境に係る要望事項について 

１ 普通教室等への冷暖房設備の設置について 

地域整備課 

学事課 

１ 普通教室の冷暖房設備の設置について 

平成３１年度に設置できるように取り組みます。特別教室等については、普通教室への
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

２ 県道篠山三和線沿い神姫グリーンバス打坂停留所付近の安全対策につ

いて 

３ グリーン安全路側帯舗装について 

４ パトカー等による校区内の重点的警戒について 

学校教育課 設置以降、計画的に設置を進めていきます。 

２ 県道篠山三和線になることから丹波土木事務所より直接回答を依頼しています。 

３ 県道篠山三和線になることから丹波土木事務所より直接回答を依頼しています。 

４ 今後も犯罪抑止及び子どもが安心して登下校できるよう篠山市学校安全安心パ

トロール車（青パト）によるパトロールを継続するとともに、篠山警察署と密なる連携

を図ります。 

30084 

H30.10.12 

◯平成３０年度児童の教育環境に係る要望事項 地域整備課 

学事課 

検討中です。 

30085 

H30.10.12 

◯平成３０年度生徒の教育環境等に係る要望について 市民安全課 

地域整備課 

学事課 

検討中です。 

30086 

H30.10.12 

◯平成３０年度西紀みなみ幼稚園の教育環境に係る要望について（①エア

コン設置について②支援員の配置について） 

こども未来課 ① 夏季の熱中症対策として、エアコンを設置している保健室（職員室内）を活用し

ながら園児の健康管理に努めてきました。しかし、昨今の災害級とも言われる猛暑を鑑

み、平成３１年度のできるだけ早期に保育室等へのエアコン設置に取り組みます。 

② 西紀みなみ幼稚園には、特別な支援を要する園児の支援を行うため、平成３０年

度は、２人の特別支援教育支援員を配置しています。平成３１年度も、入園予定者等の

状況を把握し、市内幼稚園全体の状況を踏まえた上で、就学前幼児教育の推進に適した

受入体制に努めます。 

 

H30.10.12 

◯西紀中学校における生徒の教育環境等の整備（通学路の安全確保等）を

求める。 

議会事務局 議長及び副議長へ回覧しました。 

 

H30.10.12 

◯西紀南小学校における児童の教育環境の整備（通学路の安全確保等）を

求める。 

議会事務局 議長及び副議長へ回覧しました。 

 

H30.10.12 

◯西紀みなみ幼稚園における教育環境の充実を求める。 議会事務局 議長及び副議長へ回覧しました。 

 

H30.10.12 

◯西紀小学校における児童の教育環境の整備（通学路の安全対策）を求め

る。 

議会事務局 議長及び副議長へ回覧しました。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

 

H30.10.12 

◯西紀北小学校・きた幼稚園における児童・園児の教育環境の整備（通学

路の安全確保等）を求める。 

議会事務局 議長及び副議長へ回覧しました。 

 

H30.10.12 

◯味間新地内の丹南中学校校門前の篠山市道「丹南中学校環状線」にて、

下水道埋設箇所の沈下が発生しており、生徒通学路でもあるため現地確認

と修繕依頼。 

下水道課 現地確認により、３～４ｃｍ程度の路面沈下は見受けられますが、歩道整備路線であ

るため、登下校への影響も少なく、緊急性が低いと判断し、次年度での施工を検討しま

す。 

 

H30.10.15 

◯署名が一万を超えたと知った。住民投票にお金をかけるなら、丹波篠山

市への賛成の署名を集めてはどうか。 

秘書課 住民投票の趣旨を説明しました。 

 

H30.10.15 

◯市道中央線の舗装沈下 地域整備課 平成３０年度の舗装修繕事業で修繕予定です。 

 

H30.10.15 

◯市道大沢高伏線の表層めくれ 地域整備課 道路パトロール員で補修対応済みです。 

 

H30.10.15 

◯公衆用道路の陥没 地域整備課 緊急性が低いため通行止め措置を取りました。次年度以降予算確保後に実施します。 

 

H30.10.16 

◯砂防河川の護岸崩壊 地域整備課 県公園砂防課に連絡しました。 

B30022 

H30.10.17 

◯安定ヨウ素剤の説明会と配付の件で、篠山地区は１０月２０日（土）、１

０月２１日（日）となっている。その２日間は、春日神社の秋祭りの日で忙

しいのに何故、他の地域に変更することはできなかったのか。 

市民安全課 近隣の原子力発電所で事故が発生した場合に備え、平成２７年度から原子力災害対策

として安定ヨウ素剤の事前配布を実施しており、本年度は、市内６か所、計８回開催し

ます。１０月末から１２月始めにかけての開催期間中、篠山地区の会場は市民センター

が 適と考えましたが、準備も含めるとこの日を除いては会場が使用できなかったため、

春日神社の秋祭りと重なってしまいました。来年度の安定ヨウ素剤事前配布説明会は、

地域の行事日程を考慮し、会場確保をさらに早期に行う等多くの方が安定ヨウ素剤を受

領できるようにします。 

B30023 

H30.10.17 

◯市名変更に関する市民討論会を３回程度行ってほしい。 創造都市課 市名変更については、昨年２月、「丹波篠山市」への市名変更の要望があってから、市

民への問題提起、論点の整理、調査の実施と公表、市民説明と話し合い、アンケートの

実施等を進めてきました。そして、８月１日、市としては市名変更するという意思決定

をしました。しかし、その後、市民団体「市名の名付け親になろう会」が発足し、賛成
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

でも反対でもなく、中立的な立場で市名の名付け親になりたい、として住民投票の実施

を求める署名活動が始まり、一定数の署名が集まったことから、住民投票を１１月１８

日に実施することが決定しています。住民投票の結果は尊重されますが、投票率が５０％

に達しなければ不成立となることもあることから、市としては成立に向けて啓発を行っ

ているところです。 

 

H30.10.17 

◯市道城下町線北側の竹林を所有しているが数本倒れ掛かり南側の◯◯氏

から自宅へ影響があるので撤去してほしいとの留守電があった。大阪に住

んでおり、市で対応してもらいたい。 

地域整備課 竹が倒れている状況は確認できましたが、通行上支障になる部分は既に撤去されてい

ました。 

B30024 

H30.10.18 

◯本庁の年配男性職員の頭皮のにおいが不快であった。清潔を心がけてほ

しい。 

総務課 ご指摘のフロア担当職員に確認をしましたが、事実が確認できませんでした。なお、

市では「接遇マニュアル」の中に、身だしなみの基準を設けており、今後も引き続き接

遇研修等において職員に教育を行っていきます。 

30087 

H30.10.19 

◯市道補修の依頼について（要望書） 地域整備課 検討中です。 

 

H30.10.19 

◯酒井隆明氏平成３０年１０月１０日付「ご挨拶」文書について 

①住民投票の啓発ごと記載しているが、市長選挙日程等明らかにされた後、

自ら立候補の意思を表明し、不特定多数に送付された文書は、選挙戦事前

活動（運動）違反に該当すると考えるが見解を明らかにされたい。 

②一部市議会議員が、多数の署名云々に対し違和感と強調しているが、な

ぜこのことを書く必要があるのか。一部議員に対する中傷誹謗であり、民

主主義の原点を侵すものである。酒井隆明氏の訂正と謝罪文を求めるもの

であり、見解を求める。 

選挙管理委員会

事務局 

①「選挙運動」とは、「特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又

は得させるために、直接又は間接に働きかける必要かつ有利な行為をすること。」とされ

ています。選挙運動は、立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に限

り行うことができます。したがって、立候補届出前は、全ての選挙運動（いわゆる事前

運動）が禁止されています。一方で、「政治活動」とは、「政治上の主義政策を推進し、

支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対すること

を目的として行う一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。」をいいます。

告示日の立候補届出前に選挙運動を行うことは、公職選挙法において規制されています

が、その行為が選挙運動に当たるかどうかは、その態様等から総合的に判断するものと

されています。このことについては、事前の相談があった場合は、これらの観点から助

言することになりますが、違反に該当するかどうかについては、選挙管理委員会として

判断する立場にありません。 
②文書の内容について、選挙管理委員会としてコメントする立場にありません。 

 

H30.10.22 

◯相談員に保護の申請を申し出たが、できないとの回答に対する苦情（申

請権の侵害） 

地域福祉課 すぐにケースワーカーが相談に同席し、申請書を手渡ししました。申請権の侵害との

誤解を招かないように研修を実施し、今後の面接相談は、原則２名体制としました。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

 

H30.10.22 

◯①投票用紙について、賛成、反対よりも、篠山市、丹波篠山市を選択す

ることへの再考について②記号式投票（◯の印鑑を用意し、印鑑を押す方

法）の採用について 

選挙管理委員会

事務局 

① 住民投票の形式については、篠山市住民投票条例（以下「条例」という。）第５条

において、住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問うものでなければならないと規

定されており、同条例施行規則第１６条では、投票の方法は、投票用紙の賛成欄又は反

対欄から一つを選択し、所定の欄に自ら◯の記号を記載しなければならないと規定され

ています。今回の住民投票は、条例第４条第２項の規定により、平成３０年１０月５日

付で市長から「市名を丹波篠山市に変更することについての賛否を問う住民投票」の実

施を決定した旨の通知があったことにより実施するもので、投票用紙については条例、

施行規則の規定及び通知をもとに決定したものです。 

② 住民投票の投票及び開票については、条例第１４条により、投票時間、投票場所

等投票及び開票に関する事項は、公職選挙法等の法令や篠山市の規定の例により執行す

ることとされています。選挙における投票用紙の記載方法については、公職選挙法第４

６条の規定により、「選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一

人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。」と規定されており、今回

の住民投票においては、この規定の例によることとなります。また、条例施行規則第２

３条では無効投票が規定されており、その中で、「◯の記号を自書しないもの」は無効と

されています。これらのことから、今回の住民投票については、投票用紙に自書する必

要があると考えます。そのため、所定の欄に記載する◯の記号については自書する方式

となります。 

H30.10.23 ◯保育園勤務の非常勤嘱託員の子どもが学校や祭りで仲間外れをしたり、

無視したりと酷い状況である。学校にも相談しているが改善されない。自

分の子どもが側にいてその様子を見ていても注意もしない。子どもを教育・

指導する立場にある人がこのような状態であるのはいかがなものかなと思

う。 

総務課 子供の友達関係で困っていることについて話を聞いてほしかったとのことで、この件

に関しての回答や対応は求められていません。 

30089 

H30.10.23 

◯要望書（消防団の消防車庫の新築移転について） 市民安全課 ご要望の消防車庫の新築移転につきましては、平成３１年度（２０１９年度）に設計

業務を行い、平成３２年度（２０２０年度）に当該建築工事の予算を確保し、実施する

ように努めます。篠山市消防施設等の整備に係る地元協力金に関する要綱により、車庫

建築に要する費用の２分の１の額を自治会で負担していただくか、用地を地元から提供
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

していただくことで地元協力金に代えるものとしておりますので、ご理解をお願いしま

す。また、用地を地元から提供いただく場合は、自治会負担により分筆登記及び篠山市

へ所有権移転登記をお願いします。 

 

H30.10.23 

◯市道小野原立杭線を通行規制し、軽トラック市を開催したい。 地域整備課 篠山警察交通課と協議し、通行止めによるイベントを実施予定です。道路法第３２条

（占用）に基づく申請対象で説明済みです。道路を活用する理由書を整理する必要があ

ります。 

 

H30.10.23 

◯㈱デカンショパワー及び一般社団法人ノオトで共同運営されている

NIPPONIA 駐車場整備について、隣接者の同意を得る際に法定外公共物（水

路）について立会をお願いしたい。 

地域整備課 申出者及び隣接土地所有者と現地立会しました。法定外公共物（水路）の整備につい

ては、原因者負担の原則で了承を得ました。駐車場整備に合わせて素掘り水路を業者で

実施します。 

 

H30.10.23 

◯宅地への浸水被害対策 地域整備課 次年度以降に予算要求します。 

 

H30.10.23 

◯市道学校東吹線の植栽帯内の高木せん定要望 地域整備課 業者に依頼しました。 

 

H30.10.23 

◯市道桜つづみ３号線の高木伐採要望 地域整備課 業者に依頼しました。 

B30025 

H30.10.24 

◯水道料金が大幅に高かったので電話したが、女性職員が「それくらいが

ふつうです。」と返答された。その後、別の男性職員から、「漏水の可能性も

考えられるので管理会社に点検してもらってください。」と丁寧な折り返し

の電話があった。点検の結果、トイレのタンク下の管が破損しており、修繕

をしたところ水道料金も半額以下になった。 初の女性職員の「それくら

いがふつうです。」とはなんだったのか。後日の窓口対応も悪く不愉快だっ

た。 

経営企画課 上下水道料金については、業者に委託し「水道料金コーナー」として、お客様の対応

をさせていただいています。今回の「それくらいがふつうです。」と発言したのが、水道

使用量に対して「ふつう」とお答えしたのか定かではありませんが、今後はお客様の事

情を十分に確認し、調べた上で、対応することを職員や委託業者とともに徹底し、再発

防止に努めます。 

 

H30.10.24 

◯子どもたちの学力向上のための学習教材の整備を求める。 議会事務局 議長及び副議長へ回覧しました。 

 

H30.10.24 

◯県道大沢新東吹線の沿道の家屋が老朽化により倒壊の恐れがあるので対

応してもらいたい。 

地域整備課 丹波土木事務所道路第２課へ連絡しました。空き家対策としては対応できません。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

 

H30.10.25 

◯舗装の損傷 地域整備課 今年度予算で修繕対応します。 

 

H30.10.26 

◯住民投票の投票用紙について、篠山市と丹波篠山市の二つをタテに並べ

て、どちらかに丸を付ける方式にするのが誰もが納得できる極めて常識的

で絶対的な様式です。早急に様式を変更するように選管へ申し出ていただ

きたい。 

選挙管理委員会

事務局 

住民投票の形式については、篠山市住民投票条例（以下「条例」という。）第５条にお

いて、住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問うものでなければならないと規定さ

れており、同条例施行規則第１６条では、投票の方法は、投票用紙の賛成欄又は反対欄

から一つを選択し、所定の欄に自ら◯の記号を記載しなければならないと規定されてい

ます。また、今回の住民投票は、条例第４条第２項の規定により、平成３０年１０月５

日付で市長から「市名を丹波篠山市に変更することについての賛否を問う住民投票」の

実施を決定した旨の通知があったことにより実施するもので、投票用紙については、条

例、施行規則の規定及び通知をもとに決定したものです。 

 

H30.10.26 

◯味間新地内の法定外公共物（里道）に工事車両が駐車したままで放置さ

れている。 

地域整備課 車両に記載された会社と連絡が取れないため状況により篠山警察署交通課と連携し対

応を検討します。 

 

H30.10.26 

◯市道塚本猫谷線の道路側溝に個人が設置した縞鋼板及びサイズが合わな

いコンクリート蓋があるが、老朽化により危険な状態である。 

道路管理者の判断で撤去するのであれば、代わりの蓋を設置すべきである。

地域整備課 縞鋼板及びコンクリート蓋の老朽化を確認したため撤去しました。道路幅員が４ｍ以

上であるため、道路側溝にコンクリート蓋は必要ないと判断しました。現在設置された

コンクリート蓋は、隣接地への進入路であり、原因者の負担で設置するべきものです。 

 

H30.10.29 

◯今田町本荘地内の青葉台の山林分譲への国道３７２号からの進入部分に

あるコンクリート蓋が損傷している。 

地域整備課 道路パトロール員により修繕済みです。 

 

H30.10.29 

◯①市道福井谷線の災害復旧工事が完了した箇所の一部が崩れている。②

市道福井谷線の一部が山の中を通っているが幅員が狭小で通行できない。

また、圃場整備事業により築造された道路がありそちらに市道を変更して

ほしい。③市道小多田線と市道小多田西線の交差点部分について、小多田

交差点から二車線であるが、センターラインが消えているため、どちらが

優先道路であるか判別できない。見通しが悪いため危険である。 

地域整備課 ①災害復旧箇所については、再度復旧工事を実施します。 

②市道認定の変更が可能ですが、改めて要望書の提出をお願いします。 

③篠山警察と現地立会を行い、道路管理者で区画線等により誘導することについて説

明しました。今後、区画線の案を提示し、H３１予算化します。 

30090 

H30.10.30 

◯後川中地内山腹崩壊箇所の早期復旧に関わる要望書 農都環境課 要望箇所につきまして、７月豪雨被災直後から自治会長、兵庫県丹波農林振興事務所

森林課、市で現地確認を行い、現在兵庫県が事業実施主体で行う治山ダム工事の工事着

手に向けて今年度現地測量を行っています。市としては、今後も自治会と一体となって

治山ダムの早期完了に向けて兵庫県へ要望しますので、ご協力をお願いします。また、
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

自治会も認識されているとおり治山ダム下流水路の整備は、治山ダム工事範囲外ではあ

りますが、市単独の補助制度として地元自治会等が事業実施主体で行っていただく篠山

市渓流工整備事業補助金制度がありますのでご検討ください。 

 

H30.10.31 

◯市道東谷線の横に設置された水路にグレーチングを設置してもらいた

い。 

地域整備課 道路管理者としては、道路側溝は基本的に開渠水路が望ましいと考えます。幅員が狭

小な場所であれば道路管理者として蓋を設置しますが、当該箇所は直線で待避所でもな

いため蓋を設置する必要はないと判断しました。 

 

H30.11.01 

◯主要地方道篠山三和線の側溝桝に蓋が無く脱輪の恐れがあるので蓋を設

置してほしい。 

地域整備課 丹波土木事務所道路第２課へ連絡しました。 

 

H30.11.01 

◯魚屋町地内の篠山市道「西岡屋立町線」における下水道公共マス蓋周辺

沈下し、降雨の水溜り発生により車両通行の際に家屋へ飛散するため、調

査と対応をお願いしたい。 

下水道課 現地確認により、年度内修繕対応を計画します。 

 

H30.11.02 

◯ごみの減量に市民・議会・市役所の連携で取り組むべき 議会事務局 議長及び副議長へ回覧しました。 

 

H30.11.05 

◯H29年度決算の一般会計／特別会計（企業会計含む）の起債残高、H30年

度予算においての同残高見込み、H29年 10月末の人口 

行政経営課 メールで回答しました。 

 

H30.11.05 

◯国道３７２号の修繕要望 地域整備課 丹波土木事務所道路第２課へ連絡しました。 

 

H30.11.05 

◯交差点名に観光地名称を表示する取り組み 地域整備課 商工観光課、地域計画課、地域整備課で協議を行いました。今後は商工観光課で検討

を行います。 

 

H30.11.05 

◯①市道原山峠線の道路側溝に落ち葉が堆積するため、蓋を設置してもら

いたい。②擁壁付近にある松の木を伐採したので撤去してもらいたい。 

地域整備課 ①幅員狭小区間でないため、開渠水路が望ましいです。②個人所有地の松の木が伐採

されており、市では撤去処分できません。 

 

H30.11.05 

◯東岡屋交差点の歩道の真ん中に４０㎞の規制標識が設置された。通行上

支障がある。 

地域整備課 篠山警察署交通課へ帰省表示器の設置位置を移動するよう指示しました。変更予定で

す。 

 

H30.11.05 

◯業者の向上建築に係る許可の判断について 地域計画課 許可判断についてメールで回答しました。 

30091 ◯要望書（知足地区の水路等の改善事業について） 農都環境課 検討中です。 



平成３０年度 下半期要望等の要旨・回答 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

H30.11.06 地域整備課 

 

H30.11.06 

◯県道路肩浸食 地域整備課 丹波土木事務所道路第２課へ連絡しました。 

B30026 

H30.11.07 

◯商業施設、外食施設が無さすぎる。今田町からＪＲの駅までの交通手段

が無さすぎる。土日は特に。何かあったときに不安しかない。 

創造都市課 今田町からＪＲ駅までの交通手段については、平日は草野駅行きのコミュニティバス

及び相野駅行きの神姫グリーンバスを、休日には相野駅行きの神姫グリーンバスをご利

用ください。どちらも現状十分な便数とは言えませんが、利便性の向上については、今

後もバス事業者と協議を重ねていく必要があります。商業施設や外食施設については、

民間企業の考えがありますので、行政としてお答えしかねますことご了承ください。 

 

H30.11.07 

◯ペットの火葬後に何とか骨をもらうことはできませんか。 市営斎場 篠山市営斎場では、火葬炉の設備上、小動物の火葬につきましては、複数の小動物の

遺体を同時に火葬する「集合火葬」により、実施しています。そのため、火葬後の焼骨

は複数の小動物のお骨が混ざっており、各小動物のお骨を特定することができないこと

から、お骨をお渡しすることはできません。なお、収骨等を希望されるご利用者様には、

近隣の民間ペット火葬事業者様をご案内しています。 

 

H30.11.07 

◯宇土地内の篠山市道「池上杉旧県道線」において、複数のマンホール蓋

周辺に段差発生し、歩行者通行の際に危険であるため、調査・修繕実施依

頼。 

下水道課 現地確認により、常温合材にて仮対応済みです。緊急性が高い箇所において、平成３

１年度に実施を検討します。 

 

H30.11.07 

◯給食センターに食材を納品していた業者が、通常の軽自動車で保冷措置

もとらないままの状態で納品していたところを見かけた。もしも食中毒等

が生じて、同業である私どもの責任にされても困る。給食センターへの指

導等適切な対応をしていただきたい。 

給食センター 該当業者を特定し、事情を聴きとりました。通常は、１台所有している保冷車により

納入しているが、当日は、他所（遠距離）への物資の輸送に使用していたため使用でき

ず、社用の軽自動車でプラスチック製の搬送用ケースに入れて納入したとのことです。

大量調理施設衛生管理マニュアル（厚生労働省）により、運搬時を含め納入時の物資お

温度が規定の温度内であるか否かが問われるところですが、該当業者の納品した物資は、

規定の１０℃以下の温度（６℃）でした。納入物資は、規定の温度以下ではあったもの

の、保冷剤等は使用していなかったこと等、今後衛生管理上の適切な納入、また他者に

疑念を抱かれることのない納入をするよう指導しました。 

30092 

H30.11.08 

◯大雨に伴う床下浸水の改修依頼について 地域整備課 検討中です。 



平成３０年度 下半期要望等の要旨・回答 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

 

H30.11.08 

◯H29年度決算の起債残高のうち交付税措置額 行政経営課 メールで回答しました。 

 

H30.11.08 

◯市道法面の高木伐採 地域整備課 対応できません。 

 

H30.11.09 

◯市名変更おめでとうございます。 秘書課 ありがとうございます。 

 

H30.11.09 

◯市名変更へのお祝い。変更に伴う費用の補助を打ち出してはどうか。 秘書課 費用補助については、方針を示す予定です。 

 

H30.11.09 

◯市名変更は喜ばしい。丹波ささやま市と一部平仮名にすることを提案。 秘書課 ご意見として伺いしました。 

 

H30.11.09 

◯市名変更の決定、接戦ながらよかった。 秘書課 ありがとうございます。 

 

H30.11.09 

◯篠山市に立ち寄り、スタンプラリーで散策した。観光の目玉はなくても、

地域一丸となって町を盛り上げようという思いが伝わった。 

秘書課 ありがとうございます。 

 

H30.11.09 

◯車のナンバープレートをご当地ナンバー設立への提案 秘書課 ご意見として伺いました。 

 

H30.11.12 

◯リサイクル活動で、会場内の安全を確保するため、入口と出口を設定し

て、搬入車両の交通誘導を行っていたところ、市の職員が出口から入って

きた。その場で誘導担当が「出口だから」と伝えたが、「仕事だから」とい

うことでやむなく通した。このことが会場で話題になり、「職員のモラルは

どうなっているのか。」という意見が相次いだ。その後の反省会でも同様の

指摘が多く出されたため、気になり市役所に伝えることにした。職員がル

ールに従ってもらえなかったことは残念に感じる。それぞれの学校長も気

にされていたのでできれば職員から学校に誤ってほしい。 

総務課 担当職員に確認したところ、管理委託先の職員であり、本人によれば「規制には気づ

いたが、そこに車を止めるだけだからと伝えたら通してもらえたので気に留めなかった。

今後は十分に注意する。」とのことでした。委託先には状況を伝え、市民応対の意識を高

めるようお願いするとともに、学校長にも反省の意と意識強化に努める旨を伝えました。

合わせて市の施設で働く者は、委託先であっても「市職員」とみられることから今後の

教訓とします。 

 

H30.11.12 

◯国道１７３号藤ノ木付近の歩道へ雑草が繁茂し、通行に支障が出ている。 地域整備課 丹波土木事務所道路第２課へ連絡しました。 



平成３０年度 下半期要望等の要旨・回答 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

30093 

H30.11.14 

◯災害時の避難路について 市民安全課 

地域整備課 

ご照会の災害時における避難経路について、県道篠山三和線が災害時に通行不能にな

った際の五坊谷池を超える代替路についての整備計画は、存在していません。なお、ま

ちづくり部地域整備課が所管する市道倉本坂本線の道路整備は、県道篠山三和線への合

流点で完了しております。ご指摘の五坊谷池に沿った山裾には、法定外公共物（里道）

が存在しておりますので、地域の防災活動として避難経路の確保に際し、法定外公共物

（里道）の改築等を検討される場合は、法定外公共物管理条例に基づく改築許可の申請

が可能となりますので、整備を検討される場合はご相談いただきますようよろしくお願

いします。また、災害時の避難所について、栗柄自治会からの市指定避難所は、西紀小

学校になりますが、他には北側に向かえば、西紀北小学校やしゃくなげ会館もあります。

道路の寸断等で南方向が無理な場合は、北側に避難いただくことも重要です。また、指

定避難所への移動が危険な場合は、土砂災害警戒区域にかかっていない安全な場所に退

避いただくことも重要な避難になります。市内では、土砂災害警戒区に指定されている

個所も多いため、該当になる場合は、早めの避難をお願いしています。栗柄自治会にお

いては、日頃から避難訓練をはじめとする防災訓練に取り組んでいただいていますので、

今後とも訓練を通じての早めの避難行動をとっていただくことをお願いします。 

 

H30.11.14 

◯市道不来坂中央線の横断水路のグレーチングが変形し、騒音が大きくな

っている。 

地域整備課 ゴム版を設置しました。ゴム版については仮設とし、根本的に解消を図ります。平成

３１年度修繕費で対応予定です。 

 

H30.11.14 

◯国道１７６号西古佐で大型車が通行すると振動する。 地域整備課 丹波土木事務所道路第２課へ連絡しました。 

 

H30.11.14 

◯農業用排水路の堆積土砂の撤去 地域整備課 ①農都環境が所管の補助制度提案②農都政策課所管の多面的支払い交付金事業提案 

上記に取り組まない場合は、３月の用水時期までの応急対応として、水路修繕として

堆積土砂の撤去を実施予定です。 

 

H30.11.14 

◯今田町上小野原地内の里道敷における下水道マンホール蓋において、路

面より低く段差発生しているため、蓋の高さ調整依頼。 

下水道課 現地確認により、平成３１年度に実施を検討します。 

 

H30.11.15 

◯市道の通行支障となる雑木伐採 地域整備課 伐採を実施しました。 



平成３０年度 下半期要望等の要旨・回答 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

 

H30.11.19 

◯清掃センター「ごみ受付・リサイクル施設運転管理業務委託」にかかる

複数年契約締結に関する要望 

清掃センター 要望事項について、検討中です。 

30094 

H30.11.19 

◯要望書（危険木伐採について） 農都環境課 当該要望箇所については、平成３０年度より県民緑税を活用した里山防災林整備事業

を兵庫県にて実施中であり、平成３１年度から整備に着手します。本事業では、間伐し

た木材を利用した簡易土止め工・流木止め施設等を整備する予定ですが、申し出のあっ

た箇所については当初計画していた区域ではないため、実施主体である兵庫県丹波農林

振興事務所森林課へ工事区域の追加を申し入れます。 

 

H30.11.19 

◯油井住吉川の土砂浚渫 地域整備課 年度内に工事予定です。 

 

H30.11.19 

◯砂防河川後川奥川護岸崩壊 地域整備課 丹波土木事務所公園砂防課に連絡しました。 

 

H30.11.20 

◯市名変更のお祝い。ＪＲの駅を丹波篠山駅に改名してはどうか。 秘書課 ご意見として伺いました。 

30095 

H30.11.21 

◯要望書（みこし蔵改修の助成について） 文化財課 市指定無形民俗文化財である春日神社祭礼の行事に関わりの深い神輿や山車等につい

ては、篠山市文化財保護条例によって保存に必要な経費の一部が補助できることとなっ

ています。しかしながら、神輿を収蔵する蔵については、指定文化財としての補助をす

ることができかねます。指定文化財外のものについては、「地域の歴史文化を活かしたま

ちづくり事業助成金」の活用が可能ですので平成３１年度の申請を検討してください。 

 

H30.11.21 

◯県河川内の倒木処理 地域整備課 丹波土木事務所河川課へ連絡しました。 

 

H30.11.21 

◯県河川内の高木伐採 地域整備課 丹波土木事務所河川課へ連絡しました。 

30096 

H30.11.22 

◯市道南矢代栗栖野線の舗装に関する要望書について 地域整備課 検討中です。 



平成３０年度 下半期要望等の要旨・回答 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

B30027 

H30.11.22 

◯近所に犬をリードもつけず飼い主もおらず、犬単独で散歩させている人

がいる。小さな子供を連れている時に出会ったらと思うと恐ろしい。 

市民衛生課 兵庫県の「動物の愛護及び管理に関する条例」第１２条で「飼い犬の所有者等は、当

該飼い犬が人の生命等に害を加えないように、これを鎖等でつないでおかなければなら

ない。」となっています。特定できるノーリード者へは、兵庫県動物愛護センターと連携

し、リード等をして散歩するように指導を行っていますので、飼い主をご存知でしたら

市民衛生課まで連絡してください。 

 

H30.11.23 

◯まちおこしの一環として篠山口駅から福知山駅の間、蒸気機関車を走ら

せてはどうか。 

秘書課 ご意見として伺いました。 

30097 

H30.11.08 

◯玄渓山豊林寺と豊林寺城跡案内看板の立て替え要望書 商工観光課 検討中です。 

30098 

H30.11.26 

◯要望書（学校線歩道植え込み撤去のお願い） 地域整備課 検討中です。 

 

H30.11.26 

◯国道１７３号横断管の口径が小さく詰まり 地域整備課 丹波土木事務所道路第２課へ連絡しました。 

 

H30.11.26 

◯主要地方道篠山山南線の側溝清掃要望 地域整備課 丹波土木事務所道路第２課へ連絡しました。 

 

H30.11.27 

◯階段の上り下りが危ないので、篠山市の墓地の階段に手すりをつけてほ

しい。 

市民衛生課 年度内に手すりの設置を進めます。 

30099 

H30.11.27 

◯砂防ダムの管理に関する要望書 農都環境課 

地域整備課 

検討中です。 

 

H30.11.27 

◯市道西本荘北嶋線、市道北嶋馬渡線交差点の規制について 地域整備課 平成３０年度の区画線修繕工事に追加変更により実施予定です。 

30100 

H30.11.28 

◯農業用機械導入に伴う補助金等のご支援について 農都政策課 検討中です。 



平成３０年度 下半期要望等の要旨・回答 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

B30028 

H30.11.28 

◯預かり保育施設くすのきクラブの職員について、子どもを平等に扱って

おらず、また、保護者に対して馬鹿にした態度をとる。子どもがかわいそう

なので、何とかしてほしい。 

こども未来課 状況を把握するため、平成３０年１２月上旬に実施された幼稚園個人懇談会で、くす

のきクラブに関する印象を保護者の方から聞き取りました。その結果、「土曜日に利用し

ようとすると嫌な顔をされる。」「 終利用時間は、１８：３０までと規定されているが、

１８：００を過ぎてお迎えに行くと嫌な顔をされる。」「指導員の言動がこわい。子ども

がおびえている。」の３点が問題点として浮上しました。そこで１２月１８日にくすのき

クラブの全指導員を集めて、保育姿勢や保護者対応の改善について指導を行いました。

指導員、そしてこども未来課共々、子どもたちに楽しく来てもらえるよう取り組んでい

きます。 

 

H30.11.28 

◯通学で神姫バスを使うことがあるが、ノンステップバスを取り入れれば、

高齢者や車いすでも乗り降りが可能になるので検討してほしい。 

秘書課 今後、車両変更のタイミングで導入していきます。 

 

H30.11.30 

◯会計課で支払いをした際、窓口で対応した職員が無愛想であった。笑顔

もなくお金を受け取るときもお釣りを渡す際も無言であった。普通であれ

ば金額を復唱するくらいはするのではないか。前回も同じような対応をさ

れた。その時は農協の職員だったが、今回対応したのは市の職員であった。

市民にとって気持ちの良い対応を心がけてほしい。 

総務課 気持ちの良いあいさつ等徹底しているところですが、職員の対応で至らない点があっ

たことについて謝罪し、改めて市民に対して気持ちの良い対応を行うよう指導徹底する

旨をお伝えしました。職員に確認したところ、「無言で対応したことはなかったが、聞こ

えにくかったのかもしれないとのことであり、不愉快な思いをさせたことは反省し、課

内での周知と再発防止を徹底する。」とのことでした。 

 

H30.11.30 

◯県河川の水質変化 地域整備課 関係部署で現場確認しましたが異常はありませんでした。 

B30029 

H30.12.03 

◯何となく市役所の中には入りにくい。目的の課では良くしてもらえるが、

それ以外の所はさっと通り抜けたいと思ってしまう。 

総務課 「市役所に入りにくい」ことの原因について、協議を行ったところ、職員から「あい

さつ、声掛けが不十分」、「事務所の雰囲気の改善」等様々な意見が出されました。こう

した反省を踏まえ、今後、あいさつや声掛け等の励行はもちろんのこと「入りやすい市

役所」を常に意識して改善策を検討し、実現できるよう努力していきます。 

 

H30.12.03 

◯市名変更のお祝い。篠山が丹波の中心だと思っているので市名変更です

っきりした。 

秘書課 ありがとうございます。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

30101 

H30.12.04 

◯陳情書（公共建築物等への瓦屋根仕様の採用および木造住宅の耐震補強

改修時の屋根瓦葺替について） 

管財契約課 篠山市は、篠山城跡を中心として、日本の美しい城下町の佇まいとその周辺に広がる

田園、農村集落、山並み等の景観が美しく、自然豊かな環境で、特に重要伝統的建造物

群保存地区に城下町（篠山城跡周辺）と宿場町・農村集落（篠山市福住地区）の２地区

が選定されており、地域住民と共に町並保存や景観形成に尽力してきました。 

さらに、公共建築物についても市役所本庁舎や第二庁舎の屋根に瓦を利用する等周辺

の建物と調和するよう景観形成に努めてまいりました。つきましては、これまでと同様

に公共建築物においても、他の屋根材との比較検討を行い、特に周辺の建物と調和する

と認められる場合には、瓦屋根の利用を考えています。また、木造住宅の耐震補強改修

時の屋根瓦葺替えについて、歴史的な町並みに調和する建築物等、景観形成に資すると

認められる修景行為（和瓦への改修を含む外観工事）に対し、経費の一部を補助する制

度を創設していますので、合わせてお知らせします。 

 

H30.12.04 

◯市道路肩の破損 地域整備課 修繕を実施します。 

 

H30.12.04 

◯認定こども園では、３歳児のみごはんを持参しているが、他自治体にあ

るように追加徴収してでもごはんを提供してもらえないか。 

こども未来課 ３歳児への白ごはん提供には、調理員の増員や追加徴収を行うためのシステム改修が

必要であり、直ちに実施することは困難ですが、ニーズを把握し、必要に応じて前向き

に検討したいと思います。 

 

H30.12.05 

◯篠山川管理堤防にウルシが生えているので伐採してほしい。 地域整備課 丹波土木事務所河川課へ連絡しました。 

 

H31.12.06 

◯事業拡張に伴い、従業員通勤用として西紀プール跡地駐車場を 3 年ぐら

い定期利用したい。 

西紀支所 すでに西紀郵便局に対し貸し出しているので、市内企業振興の点からも同様に貸出し

を行います。 

30102 

H30.12.06 

◯２０１９年度教育予算に関する要請書 学校教育課 平成３０年７月に兵庫県都市教育長会議を通して兵庫県教育委員会に以下のとおり要

請しました。 

学級編成の弾力化の一層の推進として、３５人学級編成は、小学校５・６年生におい

ても３５人学級編成を行うことに努められたい。それに伴う施設整備に係る財政的支援

も図られたい。合わせて、新学習システム推進教員の全校複数配置等の拡充を図るとと

もに、各学校の実情に応じた弾力的な活用ができることに努められたい。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

安全・安心な学校給食が推進されるよう、栄養教諭（学校栄養職員）の全校配置に向

け、配置基準の大幅な改善を国に対して強く働きかけられたい。 

平成３０年度から段階的に必修化される小学校第３・４学年の「外国語活動」、第５・

６学年の「外国語科」の指導の充実を図るため、外国語指導助手及び英語指導に長けた

地域人材等の経費について、 大限の支援を願いたい。また、指導の一層の充実を図る

ため、加配による専科教員を配置願いたい。 

スクール・サポート・スタッフについては、県の基準に従って配置します。 

今後も篠山市の実情を勘案しつつ、適正に予算措置を行っていきます。 

B30030 

H30.12.06 

◯安全に観光していただく為に縁石除去の件 地域整備課 検討中です。 

30103 

H30.12.07 

◯要望書（城北地区の諸問題について） 

１ 道路のご要望について 

 ２（１） 市道、春日野間線における歩道設置の延長について 

 ２（２） 庄内住宅(市道、春日野間線)から東沢田に入る道路横の、大型

排水路の蓋掛けについて 

 ２（３） 路側コンクリートの状況調査について 

２（４） 防火水槽の流入桝について 

２（５） 水路の蓋掛けについて 

２（６） 県道、河川側の不要な盛り土について 

２（７） 篠山川の環境対策及び河川土砂のしゅんせつについて 

３（１） 新荘川の改修（土手の崩壊）について 

３（２） 道路補修について 

４（１） 獣害対策について 

４（２）ア 老朽化した公民館の改築に向けた点検や指導、支援について

４（２）イ ため池の堤防や設備について 

４（２）ウ 山からの排水路について 

４（２）エ 村道（２ｍ幅）の舗装のいたみや路肩の崩れについて 

管財契約課 

市民安全課 

農都政策課 

農都環境課 

地域整備課 

地域計画課 

上水道課 

下水道課 

 

１ 道路のご要望について 

 暮らしの安心・安全を支える生活道路として旧町時代から今日まで多数の市道を舗

装及び改良した結果、総延長は８３４ｋｍに達し、必要な箇所は整備済みと考えていま

す。また、その維持・修繕に要する費用も、年間６，０００万円超と膨大であることか

ら、現状の維持管理のための修繕を原則としています。 

さらに、自治会からの道路改良・舗装新設要望に対しては、採択要件（評価基準）を

定め、事業実施の必要性・緊急性を判断し要望に応えておりますのでご理解いただきま

すようお願いします。 

２（１） 市道、春日野間線における歩道設置の延長について 

市道春日和田線の歩道の延伸については、財政再生計画に取り組む本市としては、令

和元年度に収支のバランスが図れる予定となっており、現時点では、道路改良及び道路

新設事業を休止しています。第２次再生計画策定の際には道路事業について、緊急性、

必要性を勘案しながら検討していきます。 

２（２） 庄内住宅(市道、春日野間線)から東沢田に入る道路横の、大型排水路の蓋

掛けについて 

市道新荘東沢田線に沿って築造された排水路については、道路幅員も約５ｍが確保さ

れており、道路管理上、水路に蓋掛けの必要性はないと判断しています。水路の深さも
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

５（１) 空き家となっている社宅について 

５（２） 市道筋山東沢田線の桜並木の草刈りなどの環境整備ついて 

５（３） 市営住宅東側の環境美化について 

５（４） 北沢田地内の県道から篠山中学校の方へ行く農道で汚水処理

業者の汲み取り作業について 

６（１） 避難準備・避難勧告・避難指示に対する対応マニュアルの作成

について 

 

 

約０．８ｍであり危険であるとは判断できません。隣接土地所有者が進入路として水路

に蓋掛けを検討される場合は、法定外公共物管理条例に基づく使用申請の対象です。 

２（３） 路側コンクリートの状況調査について 

市道新荘東沢田線の重力式擁壁が約２５ｍにわたり傾いている状況を確認しました。

重力式擁壁の改修工事が必要であることから予算確保に努めます。  

２（４） 防火水槽の流入桝について 

 ご要望の箇所については、現地確認をさせていただき、脱輪や転落防止等の対策を

検討させていただきます。改修の内容等について後日協議させていただきます。 

２（５） 水路の蓋掛けについて 

市道東沢田中線に沿って設置された排水路については、市道幅員約４．６ｍが確保さ

れており、道路管理上、水路に蓋掛けの必要性はないと判断しています。 

２（６） 県道、河川側の不要な盛り土について 

主要地方道篠山京丹波線を所管する丹波土木事務所へおつなぎします。 

２（７） 篠山川の環境対策及び河川土砂のしゅんせつについて 

一級河川篠山川を所管する丹波土木事務所へおつなぎします。 

３（１） 新荘川の改修（土手の崩壊）について 

砂防河川新荘川については、獣害柵が河川断面を阻害しており、大雨時に雑木等が引

っかかるために、土砂が堆積しています。ですので、獣害柵管理者により台風等の際は、

獣害柵を開けて災害に備えていただきますようお願いします。 

河川護岸については、農地側の一部に浸食が見られるものの人家等も無く緊急性は無

いと判断しました。今後の台風等により護岸の浸食がある場合等は、災害復旧事業等に

取り組むこととしますので経過観察とします。 

３（２） 道路補修について 

市道才ノ木泉谷線の舗装については、部分的に補修を必要とする箇所があるため、道

路パトロール員により補修します。市道夫婦池線の舗装については、舗装修繕の必要は

ありませんが、屈曲部の路肩部分に補修を必要とする箇所があるため、道路パトロール

員により補修します。市道新荘家中線の舗装については、部分的に補修を必要とする箇
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

所があるため、道路パトロール員により補修します。農道認定されている農道について

は、農道の維持管理は全市的に受益者（土地改良区または地元）です。修繕に対しては、

貴地区で取り組まれている多面的機能支払交付金事業の活用をご検討ください。 

４（１） 獣害対策について 

平成２９年度から鳥獣被害対策実施隊を結成し、隊員は非常勤の公務員として捕獲を

実施しています。今後も市民の方とも密接に連携し、継続的かつ安定的な捕獲活動等を

進めます。獣害防護柵の設置・修繕当に関しては、丹波篠山市獣害対策事業補助金で事

業費の５０％を補助する制度があります。平成３０年度には「獣害につよい里づくりモ

デル事業」として畑地区（まちづくり協議会）にて広域連携の可能性を探るべく、取り

組みを進めています。他地区のモデルとなる活動に対し、上限５０万円を補助する制度

ですので、当該モデル事業補助金の活用を検討ください。 

４（２）ア 老朽化した公民館の改築に向けた点検や指導、支援について 

 市では、市有建物の維持管理を職員自ら行えるよう、「丹波篠山市公共施設点検マニ

ュアル」を作成し、日常点検を行っています。公民館の日常点検を行っていただく時の

参考として同マニュアルを送付しますので、こちらを参考に点検し、不良箇所等があれ

ば工務店等にご相談ください。また、公民館の改築にかかる支援については、「丹波篠山

市集落における公共施設建設事業」の制度により、改修費の一部を助成しています。 

４（２）イ ため池の堤防や設備について 

ため池の堤防や設備については、５年に１度定期的に点検を行っています。薬師池・

仙徳寺池は、平成２９年度に点検し、自治会（ため池管理者）へ結果を送付しています。

内容は、薬師池：要保全計画策定（全面改修までは必要ないが今後の維持管理について

計画を要する）、仙徳寺池：問題なしとなっています。今後の維持管理や修繕等について

は平成３０年度に県が開設したため池保全サポートセンターが、ため池管理者からの維

持管理や修繕等に対する相談（無料）を受け付けていますのでご活用ください。 

４（２）ウ 山からの排水路について 

山間部からの流水対策については、水路の流路工及び谷止工等の流路整備を実施する

際に「丹波篠山市渓流工整備事業補助金」が活用でき、事業費の５０％もしくは上限１
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００万円を補助する制度があります。なお、工事の工法選定や維持管理手法等について

は、担当課と現地立会いや協議の上、進めていただくことが可能です。 

４（２）エ 村道（２ｍ幅）の舗装のいたみや路肩の崩れについて 

 農道の場合、維持管理については受益者（土地改良区または地元）です。修繕に対し

ては取り組まれている多面的機能支払交付金事業の活用を検討ください。 

５（１) 空き家となっている社宅について 

当該旧社宅については、居住及び使用等がなされていない状態であり、若干の雑草の

繁茂を認めることができますが、放置空き家の管理に関する行政指導に着手すべき程度

の悪影響等が出現している状態ではありません。廃止された社宅の跡地の管理や利活用

は、あくまでも所有者等に管理する責任や処分等を行う権利がありますので、地内の草

木や竹等についての適切な管理をしていただくよう依頼しました。所有者において、当

該土地・建物を一括売却するよう取り組まれているようであることから、市としてはそ

の進捗を見守りたいと考えます。 

５（２） 市道筋山東沢田線の桜並木の草刈りなどの環境整備ついて 

今後、桜の根が道路に損傷を及ぼす可能性があるため、桜の伐採を踏まえ検討します。

また、桜に変わる低木又は植物の苗等の配布を検討していますので、地域で維持管理に

努めていただきますようお願いします。 

５（３） 市営住宅東側の環境美化について 

今後も市営住宅管理者として継続的に住宅周辺の環境美化作業を実施します。また、

教職員住宅については、兵庫県所有ですので住宅周辺の環境美化については、兵庫県担

当部局におつなぎします。 

５（４） 北沢田地内の県道から篠山中学校の方へ行く農道で汚水処理業者の汲み取

り作業について 

当該排水路からの水汲みを市の指示であるかのような発言があったようですが、市で

はそのような指示はしていません。業者に対して、聞き取りを行い、該当業者が判明し

ましたら、通行の支障とならない場所で水汲みを行うよう指導します。 

６ （１） 避難準備・避難勧告・避難指示に対する対応マニュアルの作成について 
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市からの災害時情報伝達は防災行政無線で行い、各自治会長から自治会内の情報伝達

設備等を活用して、自治会員に伝えていただくこととしています。「いのちを守る防災マ

ップづくり」により、伝達方法の確認と合わせて避難経路の周知等もお願いしていると

ころです。近年の異常気象等により、避難所開設等の回数が増加する可能性があること

も踏まえまして、現在、全市的なガイドラインを作成しています。 

６（２） 地区内の防犯灯の早期ＬＥＤ化（省エネ）について 

市の予算の関係上、老朽化等により故障した街路灯などを随時ＬＥＤ電灯へ交換・修

理をしています。現状のままで特段の支障がない場合は、実施していません。 

６（３） 農業法人への貸し出し農地回りの草刈り指導 

農業法人など、農地を預かられている農業者に対する草刈りの指導については、具体

的に相談をいただいた場合、適正に管理いただくよう伝えています。近年は、農地を貸

したい方が増加している一方、農地を預かる農業者が不足しており、草刈りが十分に行

えていない状況が増加しています。農業法人など農地の預り手と、集落の生産組合や多

面的機能支払組織などが、農地の利用や保全方法を話し合い、将来の集落の担い手を検

討する「人・農地プラン」の作成に対し、１０万円の助成制度がありますのでご検討く

ださい。 

６（４） 防災備品の地区内備蓄 

防災備品等の避難所の物資については、予算の範囲で計画的に購入し、市の防災倉庫

や各支所に保管しています。食料や飲料水については消費期限があることや紛失等のお

それがあることから、市施設での保管としています。地元自治会住民の方の要望等によ

り、公民館等を避難所として開設する場合には、基本的に食料や飲料水等は持参して避

難していただくこととしていますが、事前に市役所まで取りに来ていただけますと配布

することが可能です。なお未使用の場合は、後日返却をお願いしています。 

７（１） 再舗装について 

市道佐倉線の舗装については、舗装面にクラック等がありますが、緊急性があるとは

判断できないため、経過観察とします。なお、上水道管の仮復旧箇所については、上水

道課が来月中に本復旧を実施します。 
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７（２） 防火用水前の再舗装について 

市道今福佐倉線の防火水槽前の舗装については、老朽化による損傷が著しいため、補

修に要する予算の確保に努めます。  

７（３） 公民館前の修理について 

市道今福佐倉線の公民館前については、部分的に常温合材で補修済みですが、老朽化

による損傷が著しい部分については、計画的に補修を行います。 

８（１） 上の山支線の土砂流出防止について 

山間部からの流水対策については、水路の流路工及び谷止工等の流路整備を実施する

際に「篠山市渓流工整備事業補助金」が活用でき、事業費の５０％もしくは上限１００

万円を補助する制度のほか、流末にある農業用・排水路の整備については多面的機能支

払交付金事業のご活用ください。 

９（１）ア 市道改修（部分補修）について 

市道知足家中線の舗装については、老朽化に伴う損傷が著しいため、補修に要する予

算の確保に努めます。  

９（１）イ ロードミラー交換（２箇所）について 

令和元年度に対応する予定です。  

９（１）ウ 県道拡幅について 

 県道丸山南新町線を所管する丹波土木事務所へおつなぎします。 

９（１）エ 昨年７月の豪雨災害復旧について 

林道の路肩復旧対応済みです。西谷川の災害復旧工事については、予算の確保ができ

ているため、工事着手の時期になりましたらご連絡します。 

９（２）みたけ寿司以北の県道狭小箇所の拡幅 

丹波土木事務所へおつなぎします。 

９（３） 獣害防護柵の機能増強（対イノシシ） 

年数経過に伴う修繕に関しては、丹波篠山市獣害対策事業補助金（５０％助成）の活

用しながら計画的に取り組んでいただきますようお願いします。 

９（４） 熊の積極的な捕獲、駆除 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

ツキノワグマの捕獲・駆除については兵庫県の許可を要することから、県の方針によ

ることとなります。市としても市民の安全・安心を確保するため、更なる捕獲・駆除を

進めるべく、当該要望がありましたことを県に情報提供しました。 

９（５） 担い手不足、広域営農組織設立に関してかつ土地改良５０年経過、老朽化

にあたり、新たなる土地改良、多機能型構造改善の研究、検討（地主負担なしの農水省

プロジェクト 

農業用施設の老朽化や大規模農家組織による農地の集約化などの新たな土地改良事業

ですが、現在国は農業の大規模集約・集積化を推進しております。そのため今後の土地

改良事業（ほ場整備や用排水路の大規模改修など）については、農地の集積・集約が必

要となります。特に所有者負担なしの事業（ただし工事実施に向けた計画書作成に係る

費用負担は必要）については対象農地全てを中間管理機構へ貸し（１５年以上）対象面

積の８割以上を担い手へ集団化し、収益性が２０％以上向上する事など要件が多岐にわ

たります。そのため地元で今後の農業のあり方を検討し人・農地プラン（集積や集約等）

を協議策定した後、実現するため方法として土地改良事業を行うという形になります。 

 事業についての詳細などについては、地元からの要請があれば県土地改良事務所・

市より説明・検討会をさせていただきます。 

１０（１） 県道南新町丸山線の終点から林道丸山線の間、約１００ｍの私道を「市 

道」もしくは「市林道」について 

林道については、林道規定に定められた基準を満たしていることや所有者の同意形成

を経た後、市議会の承認を得て林道として認定されます。林道と認定された場合は、「丹

波篠山市林道維持管理事業補助金」により補修に要する費用等が補助対象です。（事業費

の５０％もしくは上限１００万円） 

１０（２） 停電時にも給水できるように「予備電源」を確保について 

今年の２０号台風では、市内各地で停電が発生し、上水道施設だけでなく、下水道施

設も多くの被害を受けました。今回のような災害に対応するためには非常用発電機は有

効であると考えますが、市内全域となると多額の費用となることから設置の計画はござ

いません。今後も災害時には早期復旧に向け、鋭意努力しますのでご理解お願いします。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

１１（１） 県道丸山南新町線、城北交差点以北の道路拡張について 

丹波土木事務所へおつなぎします。 

１０（２） 黒岡川の川床土砂並びに草木撤去について 

丹波土木事務所へおつなぎします。 

１０（３） 大賣神社裏山・黒岡川南岸整備について 

丹波土木事務所へおつなぎします。また、山腹の土砂流出防止や倒木防止を含む森林

の公益的機能の発揮及び、森林所有者の生産意欲の向上等を図るため、森林所有者が実

施する人工林及び広葉樹林の皆伐事業に対し、広葉樹林化促進のための人工林及び広葉

樹林皆伐モデル事業補助金という制度がありますのでご利用ください。 

１０（４） 保安灯設置について 

街路灯の設置は、交通安全確保を目的に別添光津安全施設整備事業要望書において、

各自治会で年間５基を上限として設置を進めています。市内全域が対象となることから、

予算の関係上、優先順位をつけていますが、地区内（ご要望１基）は令和元年度予算で

対応出来る予定ですので、交通安全施設整備事業要望書の提出をお願いします。なお、

維持管理（電気代、修繕等）は自治会でご負担いただくこととなっています。 

 

H31.12.07 

◯法定外水路の修繕 地域整備課 申出者と立会の上、対応します。 

 

H30.12.07 

◯１２月７日朝日新聞に掲載のあった「行政の役割児童学ぶ」について意

見がある。自治会は、行政や学校と連携しながら各種依頼事項やまちづく

りを必死に行ってきたにもかかわらず、新聞で「何か困ったら、行政相談員

に話をすること」と子どもたちに教えている。学校がそういう態度で臨む

のなら、今後、学校等への協力は一切しない。 

学校教育課  後日、これまでどおり協力いただく旨、連絡いただきました。 

 

H30.12.07 

◯今田小ディスプレイの記事について、ヤフーで拝見した。大きさから消

防や建築基準法に抵触しないのか。 

学校教育課 記事にある展示は、校舎内の採光空間を利用し、飾り付けしたものです。採光空間と

廊下の間を仕切るガラスは常設のもので、消防法や建築基準法には抵触しない構造とな

っています。 

30104 

H30.12.10 

◯ありいゆめ広場のベンチ新設について 地域整備課 ありいゆめ広場は、都市公園として供用されており、地元及び近隣地域の方々が自由

に利用することができる施設です。広場の改修等を計画するときは、ご要望の趣旨を勘
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案して堅牢な設備を設置するよう努めるとともに、容易に破損することがないベンチの

設置について検討します。 

30105 

H30.12.10 

◯要望書（①防犯灯設置要望②市道側溝の漏水による畑作影響の解消につ

いて） 

市民安全課 

地域整備課 

検討中です。 

 

H30.12.10 

◯普通河川シトロ川で取水施設を設置しているが、県の砂防堰堤工事に取

水できなくなり、県の方で、取水できるように河床を掘ってもらったが、台

風等により取水できなくなった。 

地域整備課 取水施設の維持管理については、管理者で実施していただくしかありません。砂防え

ん堤工事の際に県で一時的に取水対応を実施しても恒久的な維持管理は取水施設管理者

です。シトロ川の護岸については、一部復旧する箇所があるので、その際まで待っても

らえるのであれば一時的な対応は可能です。 

 

H30.12.10 

◯市道の修繕要望 地域整備課 一部は平成３０年度に実施します。他の箇所は予算確保後に実施します。 

 

H30.12.10 

◯市道味間中央線の横断歩道を東進した際、転落の恐れあり。 地域整備課 道路パトロール員でポストコーンを設置します。 

 

H30.12.10 

◯浄化槽使用による放流先の近隣住民より異臭が漂う旨の連絡と改善依

頼。 

下水道課 市民衛生課と現地確認を行いました。浄化槽は正常に稼働していますが、放流先の水

路で滞留しており臭気が発生していると考えられます。浄化槽所有者へ内容報告すると

ともに、下水道への切り替えを依頼しました。 

 

H30.12.12 

◯①河川に架かる個人宅への進入路橋に駐車しているがいいのか？ ②自

己敷地に駐車できない車を道路上に駐車しているがいいのか？ 

地域整備課 ①法定外公共物管理条例で進入路橋については、使用許可の対象であるが、駐車する

ことは許可できません。 

②道路法及び道路交通法により違法駐車は禁止されています。申出箇所を教えてもら

えれば行政指導に取り組みます。 

 

H30.12.12 

◯一級河川 篠山川沿いの河川堤防の陥没 地域整備課 土木 管理課、河川課と協議し土工は県、舗装(占用物件)に関しては市で負担し復旧

します。 

30106 

H30.12.13 

◯今田小学校の通学路に伴う要望書（①区画線・各交差点の停止線の再施

工について②歩行者通行ゾーンの設置について） 

地域整備課 

学事課 

検討中です。 

30107 

H30.12.13 

◯今田小学校の通学路に伴う要望書（ガードレールの設置について） 地域整備課 

学事課 

検討中です。 

 ◯ユネスコ創造都市に加盟しているトルコのキュタフヤ市に在住し、陶器 秘書課 創造都市課より今後の連携について回答しました。 
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受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

H30.12.13 の絵付けを習っている。その師匠の作品が篠山市に届いていると聞いたの

で、今後も橋渡しができることがあれば連絡を。 

 

H30.12.13 

◯国道１７６号味間歩道橋が補修後滑りやすくなっており危険。 地域整備課 

 

県土木道路第２課に連絡済です。 

 

H30.12.13 

◯市道西岡屋立町線の歩道内に設置されている蓋板がずれている、また、

取手が飛び出ている。 

地域整備課 

 

現地において、ズレ修正と取手の補修し、経過観察で了承を得ています。 

 

H30.12.13 

◯介護サービスの利用について、窓口でもう少し深く説明がほしかった。

また、認定調査員の調査時の対応について、認知症のある夫と２人で進め

ておりはじめのところがわからない状態なので、終始立ち合いをしたかっ

た。また、結果の状況報告がなかった。 

地域福祉課 説明不足等に対するお詫びを行いました。ご主人を亡くされ傷心のうちに手続に来ら

れており、受付時や電話で数回説明は行っていました。認定調査時についても申出者か

ら聞き取りを行っており、認定調査の状況報告は、その場では行うことがないため誤解

であると思われます。 

 

H30.12.13 

◯３年ほど前から３か月に１回程度で自宅の風呂場排水口より石油の臭い

がするため現地確認依頼。 

下水道課 現地確認をしましたが、異常は見受けられませんでした。今後異臭発生した場合は、

宅内排水設備業者へ点検依頼をする旨を伝えました。 

 

H30.12.13 

◯味間南地内の篠山市道「味間南中央線」において、複数のマンホール蓋

周辺の舗装が沈下発生しているため、現地調査及び修繕対応依頼。 

下水道課 市民衛生課と現地確認を行いました。浄化槽は正常に稼働していますが、放流先の水

路で滞留しており臭気が発生していると考えられます。浄化槽所有者へ内容報告すると

ともに下水道への切り替えを依頼しました。 

 

H30.12.17 

◯給食に関連して、市民にも学校給食の試食やランチ販売をするのはいか

がでしょうか。例えば社会福祉協議会の食堂を週１使って、給食センター

から限定２０食分を配食してもらう。隣にこども園があり、ついでに多く

持ってきてもらうとかもありかと思います。学校ＰＴＡは試食の機会はあ

りますが、それ以外の市民は試食の機会はありません。栄養はもちろんバ

ッチリだし、価格も６００円程度なら元はとれませんか。学校を卒業して

大人になり、給食食べたいなぁと思っている大人は多いはず。かくいう私

もそうです。こちらもぜひご検討してほしいです。 

給食センター 篠山市では、学校給食法施行令に基づき「開設の届け」及び食品衛生法に基づき「集

団給食の開始届け」を届け出て学校給食を実施しています。 

このような中、学校において児童・生徒（保護者の試食会等含む）に学校給食を提供

する以外の目的で、ご要望いただいたような給食を提供することは、学校給食法に抵触

する恐れがあるほか、公共機関が営利行為を行うこととなりますので、現状では難しい

状態であることをご理解ください。 

なお、平成３１年度より、市民の方にも学校給食の献立を家庭等で味わっていただけ

るよう、ホームページに献立レシピを掲載する予定にしていますので、ご活用ください。 

30108 

H30.12.18 

◯要望書（道路の修繕について） 地域整備課 検討中です。 
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30109 

H30.12.18 

◯高齢期を安心して暮らせる施策を求める２０１８年度統一要望書 

１. 医療について 

①年金が年々減額される状況のもと高齢者の医療費を軽減すること。 

イ ７５歳以上の医療費を無料化すること。当面、広域連合議会の国

に対する要望を踏まえ後期高齢者医療制度の特例軽減の継続を国

に強く要望すること。 

ロ ７０～７４歳の医療費窓口負担は、１割に戻すこと。 

ハ 高額医療費の限度額引き上げをやめること。 

 ②国保標準保険料の算定に当たっては、均等割をやめ負担を軽減するこ

と。 

 ③国民保険料未納者にも保険証を交付し、資格証明書の交付をやめるこ

と。また、未納者の財産差し押さえをやめること。 

 ④高齢者の健康診断項目に心電図及び認知症を加えて無料で実施するこ

と。また、人間ドックの費用助成を行うこと。 

 ⑤肺炎球菌ワクチン接種の年齢指定を柔軟に対応すること。またインフ

ルエンザワクチン接種を無料で実施するため、県に対し財政措置を行う

よう要望すること。 

 ⑥保険でよりよい歯科医療が受けられるよう、歯科検診報酬を改善する

とともに、保険のきく範囲を広げるよう国にもとめること。 

 ⑦病院の統廃合をやめ、医療・介護療養病床を減らさないこと。 

２．介護について 

①制度発足の趣旨に戻し、総合支援事業に移行した要支援１・２の改善・

充実を図り、また要介護１・２の保険適用はずしなどの改悪を行わない

こと。 

②公費負担の割合を見直し、国と自治体の責任で保険料を引き下げるこ

と。 

③新総合事業は従前の通所・訪問介護を維持し、介護報酬を引き下げな

創造都市課 

総務課 

管財契約課 

税務課 

人権推進課 

福祉総務課 

地域福祉課 

医療保険課 

健康課 

経営企画課 

１①イ 医療費は、年々増加の傾向にあることや、多額の財源が必要となる自己負担

の無料化は難しいと考えます。また、後期高齢者医療保険料の軽減特例は、平成２９

年度から順次廃止されており、市から要望することは難しいと考えます。 

１①ロ ７０歳以上の医療費窓口負担は、健康保険法施行令等により平成２６年４月

以降新たに７０歳になった被保険者等から段階的に２割となっており、医療費も年々

増加傾向にあることから、医療費負担を１割に戻すことは難しいと考えます。 

１①ハ 高額医療の進展や高額薬剤の普及により医療費は年々増加しており、持続可

能な医療制度を確保していくため、一定の所得がある方（高額）の限度額の引き上げ

をやめることは難しいと考えます。 

１② 国保標準保険料は、兵庫県で算定しており、均等割をやめることを要望するこ

とは難しいと考えます。保険税算定に当たって、低所得世帯には、保険料軽減の制度

があり負担軽減ができていると考えます。 

１③ 国民健康保険税負担の公平性を考えると、短期証・資格証の発行は必要と考え

ます。資格証明書の発行については、納税相談の来庁を促し、特別事情に関する届出

書の提出依頼及び弁明の機会を付与しても何ら連絡の無い者に対して、訪問等を行

い、対象者と接触するようにしています。以上の方法をとっても、接触できない者に

対して、資格証明書を発行しています。また、「特別の事情」が判明した場合には、資

格証明書の適用除外及び保険給付差し止め解除を行い、国民健康保険被保険者証明の

発行を行っています。財産の調査・差押えについては、法令を遵守して行い、生活困

窮に陥らせることのないよう十分配慮のうえ実施しています。また、差押禁止財産に

ついては、差押えはしていません。 

１④ 健康診査については、国で定められた基本的な健診項目以外に５項目の追加健

診を行い、国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者は、市内各医療機関にて無料

で行っています。また、医師が必要と判断した場合は、心電図検査を受診できます。

人間ドックでは、申請により２５，０００円を上限に係る費用の１／２を助成する制

度を設けています。 

１⑤ 肺炎球菌ワクチンは予防接種法改正により、平成２６年１０月から法定接種化
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いこと。 

④貴自治体の認知症相談窓口を拡充し、丹波圏域での認知症疾患医療セ

ンターの増設を要望すること。また、認知症専門医を早急に育成するこ

と。 

⑤特別養護老人ホームを増設し、必要な利用者に提供すること。また利

用料を引き下げること。 

⑥介護手当の支給条件を緩和すること。 

⑦貴自治体内の老々介護の実態を調査し、必要な支援を行うこと。 

３．年金・税について 

 ①高齢期の唯一の収入である年金を将来にわたって引き下げる「マクロ

経済スライド」を廃止するよう国に求めること。 

 ②全額国庫負担による 低保障年金制度を早急に実現すること。緊急措

置として、基礎年金国庫負担金の３．３万円を低年金・無年金者に支給す

るよう国に求めること。 

 ③年金の隔月支給を毎月支給に改めるよう国に求めること。 

 ④年金支給開始年齢引き上げと保険期間延長に反対するよう国に求める

こと。 

 ⑤公的年金控除の縮小をやめるよう国に求めること。 

 ⑥年金からのすべての特別徴収をやめること。 

 ⑦年金基金積立金の投機的運用を中止するよう国に求めること。 

 ⑧消費税の増税を中止するよう国に求めること。 

 ⑨住民税を軽減すること。 

４．安心して暮らせる地域社会づくりについて～上記１～３に加えて 

①高齢者が外出する機会を増やすことは、介護予防の観点からも経済効

果の観点からも重要です。現在試行されている再編公共交通網において

は、絶えず利用者の声を聴きながら見直しを図られたい。たとえば平日

運行のコミュニティバスを土・日曜日も運行するなど、引き続き運行形

となりました。対象は６５歳以上及び６０歳以上６５歳未満の方で、心臓、腎臓又は

呼吸器等の障害のある方（平成３０年度までは経過措置あり）ですが、市ではさらに

接種対象者の枠を広げ、６５歳以上の心臓、腎臓又は呼吸器等の障害のある方も行政

措置予防接種として接種しています。接種料は３，０００円で無料ではありませんが、

阪神地域の市の接種料の約４，０００円と比較すると安い接種料となっています。 

また、インフルエンザ予防接種は、平成２８年度は従来の３価ワクチンから４価ワク

チンになったことによりワクチン単価が一人当たり約５００円上がりましたが、上が

った費用分は市が負担し、接種料は自己負担１，０００円に据え置いており、平成３

０年度も同額で実施し、市で金額を決定しています。そのため、県に財政措置を要望

することはいたしかねます。できるだけ多くの方に接種していただけるように医師会

とも連携し、接種率の向上に努めています。 

１⑥ 国の課題であり、市から要望するものでないと考えます。 

１⑦ 篠山市においては、病院の統廃合は行われていません。県や近隣市については、

篠山市で回答する問題ではありません。医療・介護・療養病床については、兵庫県保

健医療計画に基づき、療養病床の削減に係る計画が示されています。丹波圏域内の会

議においても療養病床の削減については議論をしていますが、 終的には、計画に基

づく国県の指導には強制力はなく。 終的には、各医療機関が決定することとされて

います。 

２① 国の介護保険制度に基づき事業を実施しているため、現時点では市で改編でき

るものではありません。篠山市においては、要支援１・２の方に対し、国の制度に伴

い、総合事業によってサービス提供を行っていきます。また介護サービス事業者や地

区まち協と連携した地区いきいき塾など、様々な通いの場を設け支援を行っていま

す。 

２② 高齢化の進行、独居や高齢世帯の増加など、介護保険サービスを利用する方が

年々増加しています。このような中、介護給付費は増加の傾向にあり、それに伴う介

護保険料の上昇は避けられない状況です。介護保険制度維持のためには一定の負担が

必要と考えます。若い世代からの健康づくり介護予防事業にさらに取り組み、介護給
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態の拡充を検討されたい。 

②篠山市において実施されている「助成・補助制度」について、できる

だけ多くの市民、特に高齢者に周知徹底できるよう「（仮称）篠山市公的

助成制度一覧表」を作成し、ホームページや市の広報だけでなく全世帯

に配布できるチラシなども検討されたい。 

③補聴器に対する助成の拡充を行うこと。また公共施設等での磁気ルー

プ等の集団補聴設備の設置推進を図ること。携帯型磁気ループの貸し出

しを行うこと。 

④公務員の憲法順守義務を守り、特に第９条・２５条の精神を自治体運

営に活かすこと。特に現在では、医療や福祉の課題が多様化しており、

先頃政府が決定した「働き方改革」一括法案では同一労働同一賃金が明

記されず「人材活用の仕組み」などによる賃金格差を法的に容認するも

のとなっています。篠山市においても全体的に非正規職員の割合が高く、

業務に精通した職員の配置が望まれる現状です。抜本的に検討されたい。

⑤水道料金及び公共下水道使用料は値上げしないこと。 

⑥下水道使用料の減免制度及び上水道料金の減免制度を導入されたい。

⑦女性への暴力や性犯罪、ＤＶをなくす取組みを強められたい。 

⑧女性センターの講座・教室は、働く女性も参加できる時間帯の開催を

増やされたい。 

⑨生活保護基準の一級地への引き上げと「医療券」の現制度を医療証制

度へ切り替えることと、受給期間の制限や医療費負担など、生活保護法

を改定しないよう国に強く働きかけられたい。 

⑩障がい児・者の実態とニーズを把握し、安心して福祉サービスが利用

できるように、施設整備（グループホーム・ケアホームなど）や施策の

充実を図られるとともに、障がい者施設へ独自での運営費補助制度を創

設されたい。 

⑪出張所を増設し、住民票等の発行できる窓口を設置されたい。 

付が低減できるようさらに取り組みを進めます。 

２③ 利用者の心身の状況や病状により、専門職の介護が必要な方については、現行

相当のサービスを利用していただくようにしています。そのため、介護報酬も従前と

全く変わりはありません。ただ、身体状況等が安定されており、ほぼ自立されている

方で、専門職の支援が必要でない方については、介護サービス事業所の人員基準や施

設基準の緩和を図り、従前の報酬の９５％としており、介護サービス事業所にはケア

プランに基づき必要に応じた加算をしていただくようにしています。平成３１年度か

らは、報酬の１００％の見直しを検討しています。 

２④ 篠山市では、平成２７年４月に「もの忘れ相談センター」として、地域福祉課

内に相談窓口を開設し、精神保健福祉士の資格がある職員２名（専従１名、兼務１名）

を配置し専門的な相談に対応するとともに、市内２か所に設置している地域包括支援

センターや各ケアマネジャー等の関係機関との連携強化を図り、相談窓口の周知や早

期の段階で相談対応できる体制を整えています。 また、平成２８年４月からは認知

症専門医及び専門相談員、地域包括支援センター保健師等による「ささやま認知症支

援チーム」（認知症初期集中支援チーム）を組織し、早期の段階で必要な医療や介護に

つなげられるよう支援を行っています。認知症疾患医療センターの増設については、

市内医療機関においても認知症専門科が設置され、以前と比較して、認知症の診断や

治療が身近な存在となってきています。今後は、センターと協議を行いながら出張に

よる相談対応等も含めより一層の充実に向け検討します。認知症専門医については、

市内に２名配置されています。今後は、県とも協議しながら認知症サポート医も含め

養成の働きかけに関し検討します。 

２⑤ 特別養護老人ホームの整備については、待機者の状況と介護保険料上昇への影

響を鑑み、計画的に進めていきます。利用料については、運営されている事業者の考

え方等によるものであり、市内の特養について利用料を特別高く設定されていること

はありません。 

２⑥ 篠山市では、平成１９年度末に家族介護慰労金制度を廃止しています。現在は、

介護者の経済的負担の軽減を目的に、在宅高齢者介護用品給付事業を実施していま
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⑫ＡＥＤ（自動体外式除細動器）をすべての公共施設等への設置を進め

られ、日常の点検をはじめ、使用方法などの周知徹底をはかられたい。

⑬低所得者や新婚世帯への民間賃貸住宅の家賃補助制度を新設された

い。 

⑭低所得者へのクーラー設置費、電気代への補助をされたい。 

⑮国民健康保険については、国に負担割合の増額を求め、一般会計から

保険料を引き下げるための特別な繰り入れを行い、保険料の引き下げを

行われたい。 

⑯人間ドックの費用助成を拡充すること。 

⑰過去に肺炎球菌ワクチンを接種した人への助成を国に求められたい。

⑱国民健康保険一部負担金の減免制度を拡充されたい。 

⑲篠山医療センターを市の基幹病院として夜間休日の医療体制を確立

し、市民に信頼される医療体制・医療水準の充実を図られるとともに、

情報を提供し、意見聴取を行い、市民との共同で公立病院の役割を果た

されたい。 

⑳地域医療体制の充実につとめ、特に現在の小児科救急診療をさらに拡

充し、24時間・365日体制で実施できるよう取り組まれたい。 

㉑介護については特に国の保険料減免３原則に縛られることなく、市独

自で低所得者への介護保険料・利用料の低減を図られたい。また減免制

度の拡充を図れたい。 

㉒保険料が上がり続ける介護保険制度を抜本的に改善するために、国及

び県の負担割合を大幅に増やし、保険料負担を引き下げること。また、

一定所得者への２割負担への増額は行わないこと。 

㉓要介護認定者全員に「障がい者控除対象者認定書」を発行されたい。

㉔市民税、固定資産税、国保料などの減免枠を住民の生活実態に合わせ

て拡大されたい。 

 

す。 

２⑦ ひとり暮らし高齢者の実態については、住民基本台帳上だけでなく、毎年１回、

民生委員・児童委員が家庭訪問し実態把握しています。その数は、平成３０年３月末

現在で、１，５７９人となっており、その内、７５歳以上の後期高齢者世帯が増加し

ています。民生委員・児童委員や民生協力員、福祉委員、愛育班などが訪問し、気に

なる家庭があった場合には、市のふくし総合相談窓口や地域包括支援センターに相談

があり、地域包括支援センター職員の訪問による相談対応を行い、適切な社会資源に

結び付くよう支援しています。 

３① 少子高齢化が進む中、給付と負担を均衡させるための仕組みとして、「マクロ経

済スライド」が導入されていますが、年金制度の長期的・安定的運営のため必要と考

えます。 

３② 国の課題であり、市から要望をあげていくものでないと考えます。 

３③ 国の課題であり、市から要望をあげていくものでないと考えます。 

３④ 国の課題であり、市から要望をあげていくものでないと考えます。 

３⑤ 国の課題であり、市から要望をあげていくものでないと考えます。 

３⑥ 法律によって実施が義務付けられています。制度そのものは、窓口で支払う手

間が省け、納め忘れもなくなるなど効率的な納付手段と考えています。 

３⑦ 国の課題であり、市から要望をあげていくものでないと考えます。 

３⑧ 歳入の確保については、国、地方公共団体の共通の課題であり、税の負担のあ

り方についても国民的議論が必要であると考えます。 

３⑨ 住民税については、市町村である基礎的自治体を運営するための主要な財源の

一部となっています。篠山市においても行政サービスを実施する上で住民税の税収を

生かして施策を実施しています。行政サービスについては、税負担の多寡にかかわら

ず、市民の皆さんが等しくサービスを受けることができるものです。住民税について

は、このサービスを賄う財源として、所得を基準に負担をお願いしているもので、住

民税を軽減することは、この財源が確保できなくなることであり、行政サービスの低

下につながることから、住民税の軽減を行う予定はありません。住民税にはすでに低
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 所得者等に対する非課税制度、その他課税後における所得の低減による減免措置等対

応している状況であり、今後ともこれらの制度を活用しつつ、適正な負担をお願いす

るものです。 

４① コミュニティバスの土・日曜日運行については、現状では計画をしておらず、

来年度から高齢者を対象とするタクシー利用助成を検討していますので、土・日曜日

の外出には、タクシー又は可能な範囲で路線バスの利用を推奨します。 また、バス

運賃の助成制度については、現行１人年間２，０００円助成の制度がありますので、

引き続きご利用していただきたいと考えており、無料制度については検討していませ

ん。 

４② 平成２４年度に「篠山市市民ガイドブック」を作成し、全戸配布しました。そ

の後は、転入者へ転入手続時にガイドブックを配布しています。また、高齢者支援施

策等を集録したチラシを毎年老人クラブ連合会の会合時や各種講演会、フォーラム等

において配布する等周知・啓発を行っています。今後も継続的にきめ細かな周知・啓

発を行っていきます。 

４③ 補聴器に対する助成について、身体障害者手帳交付者に対して障害者総合支援

法に基づき補装具費を支給しています。また、篠山市では身体障害者手帳交付対象者

に該当しない１８歳までの軽・中度の難聴児に対して、購入費の一部助成をしており

ます。公共施設等においての磁気ループ等の設置については、現状は設置しておりま

せんが、各施設利用状況等を踏まえ、必要性を検討していきます。 

磁気ループの貸し出しについても、設備設置と同様必要性について検討していきます。 

４④ 憲法、その他法令を遵守した自治体運営に努めます。 

４⑤ 収入面においては国庫補助金や一般会計からの基準内繰入金の活用、支出面に

おいては施設の統廃合による管理経費の削減や設備投資の抑制、適切な保守管理や修

繕による施設の長寿命化により収支の均衡を図り、現行の料金体系維持に努めます。 

４⑥ 下水道使用料や上水道料金はいただいている水量に応じて負担いただく制度

となっています。従いまして収入や年齢など、その他要因に伴う措置は難しいものと

考えます。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

４⑦ 各種ハラスメントやＤＶは、人権侵害であると啓発に努めています。また、相

談に当たっては、適切な対応を図るため、警察や兵庫県女性家庭センターと連携を図

っています。 

４⑧ 女性のための働き方セミナーや起業相談等は、昼間に実施していますが、男女

共同参画の講演会等は、夜間に実施しています。今後も、働く女性でも参加しやすい

時間帯を考慮しながら開催していきます。 

４⑨ 生活保護については、政令及び省令等に基づき適正に実施しています。国への

要望については、近隣市町との均衡を図るため、必要に応じて福祉事務所長会議等で

協議の上実施します。 

４⑩ 篠山市においても、他市町村と同様に自立支援給付費は増加の一途を辿ってお

り、安心して福祉サービスが利用できるよう、施設整備や施策の充実に取り組んでい

かなければなりません。障がい者施設へ独自での運営費補助制度は設置していないも

のの、市所有の障がい者支援施設、児童発達支援施設を設置しているとともに、各社

会福祉法人等にかかる施設整備に対する補助金制度やグループホーム新規開設にあ

たる住居借上料、備品購入費を補助する制度を設けており、利用者のニーズに応じた

施策推進に取り組んでいます。 

４⑪ 現在、旧町単位に設置している「支所」に加え、西紀北地区に「分室」を設置

しており、増設の予定はありません。また２０１９年度から住民票等のコンビニ交付

サービスを実施します。 

４⑫ 現在７７の市有施設にＡＥＤを設置しています。今後もＡＥＤの設置が必要と

考えられる公共施設への設置を検討していきます。また、ＡＥＤの使用方法に関して

は、消防本部が市民や自治会向けの講習会を実施したり、職員向けの研修会を開催し

たりしています。また、毎月第１土曜日に消防本部で市民救命士講習会を実施してい

ます。引き続き適正な使用方法の周知徹底に努めます。 

４⑬ 低所得者に係る家賃助成は、現時点で、篠山市として新たな補助制度の検討は

していません。 

４⑭ 現時点で、篠山市として新たな補助制度の検討はしていません。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

４⑮ 市として、国民健康保険運営が破たんしないよう、国庫負担割合の引き上げな

どについて全国市長会において提言し、国保運営に必要な内容については、県を通じ

要望は、行っています。また、国民健康保険特別会計への一般会計からの繰入れにつ

いては、市の財政状況を勘案しつつ適切に対応いたしますが、平成３０年度からは国

保が県広域化となりますので、県から示されます納付金額及び標準保険料を参考に

し、当面は基金の取り崩しを考えながら、保険税を算定します。医療費は、年々上昇

していることから、保険税を引き下げることは難しく、医療費の上昇を抑制するため、

国保データヘルス計画により糖尿病性腎症重症化予防事業、重複受診訪問事業・ジェ

ネリック医薬品、かかりつけ医制度の普及とともに、病気にかからない健康事業にも

取り組みます。 

４⑯ 篠山市においては、国保・後期高齢者医療共に、申請により２５，０００円を

上限として人間ドックに係る費用の１／２を助成する制度を設けています。近隣市町

と比較しても同等程度の費用助成となっています。国保・後期高齢者医療加入者は、

市が行っている基本健診やがん検診では、一部を除いて無料となっていますので、市

が実施している健診を受検いただきたいと思います。 

４⑰ 肺炎球菌ワクチン接種は、平成２６年１０月から法定化され、定期接種対象者

は過去に２３価肺炎球菌ワクチン接種歴のない方で、過去に接種した方は定期接種を

したこととみなします。６５歳以上の方が１回は対象となる特例が平成３１年度で終

わりますので、既接種者の助成の要望は、その後の国の動向を見ながら検討していき

たいと考えます。 

４⑱ 現在の減免制度については、近隣市町と比べても同等程度です。市の財政状況

が厳しい中、減免制度を拡充するには、対応する財源が国民健康保険税での対応とな

ることが考えられ、国保税の上昇が必要となることから、一部負担金の減免制度の拡

充は難しいと考えます。 

４⑲ まずは、本年６月に兵庫医科大学と基本協定を締結し、引き続き篠山市の中核

病院として存続することが決定されました。篠山市における救急医療の体制として

は、まず、篠山市と丹波市の圏域で、６病院による丹波病院群輪番制度を整備し、休



平成３０年度 下半期要望等の要旨・回答 

- 36 - 

受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

日及び夜間の救急体制を整備、さらに、市内３病院（ささやま医療センター、岡本病

院、にしき記念病院）と協議を重ね、平成２０年１０月からは、丹波輪番で丹波市内

の病院が担当する曜日に、市内３病院が、重複して担当する「篠山輪番」をスタート

させました。これによって、３６５日市内３病院での受入れが可能な体制が整備され

ています。しかしながら、脳疾患に対する２４時間の救急医療体制整備は、人材及び

設備面で非常に厳しい状況にありますが、来年開設される新柏原病院や丹波圏域内の

病院間連携をより一層強化し、安心して医療が受けられる体制づくりに取り組んでい

きます。また、昨年度に救急処置を必要とする重篤な患者を早く必要な病院へ搬送で

きるよう、ヘリポートを整備しました。 

４⑳ 小児科の第二次救急医療業務については、篠山市と丹波市、丹波氏医師会、篠

山市医師会において委託契約を締結しており、月曜日から金曜日の夜間と、土・日曜

日、国民の祝日に関する法律に定める祝日の昼間、１２月２９日から翌年の１月３日

までの昼間について、輪番制で小児の救急診療を行っており２４時間体制ではありま

せんが、３６５日、丹波地域において受け入れが可能な体制を整備しています。 

４㉑ 介護保険料や利用料の低減を行うための財源等を持ち合わせていません。ま

た、国や県の介護保険料の負担金を受けている以上は、市が介護保険料の補てんを行

うことはできません。 

４㉒ 国や県に対し機会があれば要望は行っていきますが、現時点では負担割合を変

更することはできません。また、国の制度に基づき事業を実施しており、昨年度から

一定所得のある方は利用料の３割をご負担いただいています。 

４㉓ 市の広報(税特集号)に障害者控除については案内をしており、税の控除を受け

る方からの申請に基づき、証明書を発行しています。必要な人には証明書の交付がで

きているものと考えます。 

４㉔ 各税については、非課税制度、軽減措置等市民の方の生活実態、資産の状況に

即して税負担が過大にならないよう税法、条例により対応しています。前記のとおり行

政サービスを維持するためには、それぞれ貴重な財源となっていますので、減収につな

がるような減免の拡大は避けていきたいと考えています。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

 

H30.12.20 

◯国道３７２号（飛曽山峠付近）で山からの湧水による路面凍結が発生。

湧水処理要望。 

地域整備課 丹波土木事務所道路第２課に連絡済です。 

 

H30.12.20 

◯国県道の道路パトロール隊からの報告により、黒岡地内の一般県道「丸

山南新町」において、マンホール蓋周辺の段差発生による対応依頼。 

下水道課 直営による仮補修対応済みです。経過観察とし、平成３１年度以降に修繕対応を検討

します。 

 

H30.12.25 

◯下立町地内 県道丸山南新町線 道路側溝コンクリート蓋の修繕対応に

ついて 

地域整備課 土木道路第２課に連絡済みです。 

 

H30.12.25 

◯旧道(里道)の舗装修繕 地域整備課 発注している工事に合わせて追加する。 

 

H30.12.25 

◯篠山川の京口団地下流左岸側の堤内側の法面に繁茂している竹の伐採に

ついて 

地域整備課 丹波土木事務所河川課、管理課へ連絡済みです。竹の繁茂について対策を求められて

いるため、丹波土木から連絡してもらうこととします。除草剤の散布は認めていない旨

説明しました。 

 

H30.12.26 

◯県道福住三田線 法面崩壊現場の要対策について 地域整備課 丹波土木事務所道路第２課に連絡済 

 

H30.12.27 

◯県道池上杉線 舗装修繕要望について 地域整備課 土丹波土木事務所道路第２課に連絡済 

B30031 

H30.12.28 

◯トイレを洋に。 管財契約課 市役所ロビーのトイレの便座につきましては、平成３１年度の改修に向け検討してい

ます。改修までは多目的トイレをご利用ください。 

B30032 

H30.12.28 

◯兵庫県の他市や他郡には必ず「道の駅」が 低１箇所は存在するが篠山

市には全く存在しない。篠山市へ来訪する観光客のためにも篠山特産物を

拡販するためにも是非「道の駅」の設置を市としても検討していただきた

くお願いします。その場合、場所的にはＪＲ鉄道駅が５箇所も存在する西

部よりも過疎化がより進んでいる東部がよいと思います。 

地域整備課 市内に「道の駅」の設置については、過去にはＪＡ丹波ささやまが主体となりハート

ピアセンターで道の駅設置の検討が行われたこともありましたが、道の駅として登録さ

れる要件の中で、駐車場の駐車可能台数や国道からの進入路と用排水路との兼ね合い等

の問題により、計画が見送られた経緯もあります。市全体又は東部地域のまちづくりに

対し、道の駅の必要性が高まった際は、物販営業を運営するＪＡ丹波ささやま、まちづ

くり協議会等と慎重に設置の可能性を検討します。 

 

H30.12.29 

◯市道の陥没 地域整備課 アスファルト合材により補修済みです。今後、経過観察とします。 

 ◯店内のトイレ等の排水低下による対応依頼。 下水道課 現地確認により、下水道本管閉塞により排水低下が生じていたため、緊急対応による
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

H31.01.03 復旧作業済みです。 

 

H31.01.05 

◯ペット用慰霊碑について 市民衛生課 

 

再回答書検討中です。 

 

H31.01.07 

◯市道本荘南線の交通安全対策について 地域整備課 次年度の集落くらしの道整備事業で検討中。１月１６日、篠山警察署交通課と協議し、

次年度実施時に地元も含め立会予定です。 

 

H31.01.07 

◯市道の維持管理 地域整備課 低限の維持で地元協議済です。今後の維持管理は課題です。 

 

H31.01.07 

◯市道大手線の残地内での迷惑行為 地域整備課 現在の道路区域の外側のため、道路管理上は指導できない。今後道路区域に含める旨

の検討要。 

 

H31.01.08 

◯河川沿いの竹林管理 地域整備課 市で 低限を対応と回答済です。 

 

H31.01.09 

◯味間児童クラブの駐車場について、送迎時に中信やオートバックスの駐

車場を使っている保護者がいる。許可が出ていればいいが、銀行等の利用

者の迷惑になる。 

こども未来課 味間児童クラブの利用保護者に対し、送迎の際は、味間小学校駐車場を利用し、近隣

の商業施設等の駐車場に駐車しないよう文書で通知し、児童クラブにおいても保護者へ

の注意喚起を行います。 

30110 

H31.01.10 

◯ＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置の要望書 市民協働課 

市民安全課 

検討中です。 

 

H31.01.10 

◯一級河川篠山川、川代ダムの管理・改修について 地域整備課 メールで各施設管理者を回答済みです。 

 

H31.01.10 

◯市道「和田般若寺」における下水道マンホール蓋周り段差発生による対

応依頼。 

下水道課 周辺にて地域整備課対応案件により合わせて応急対応済みです。経過観察とし、今後

の修繕対応を検討します。 

B30033 

H31.01.11 

◯三宅剣龍氏の書の前に「謹賀新年」の看板が掛かっていて作品を損なっ

ている。芸術作品として尊重してほしい。 

総務課 「謹賀新年」の看板は、来庁される皆様に対する新年の雰囲気づくりの一環として、

毎年、新年の会長初日から一週間程度の期間に限り掲げているものです。今後は市民

ホールの案内窓口に新たに設置した電子掲示板を活用して三宅氏の作品に配慮するな

ど、よりよい雰囲気づくりに努めます。 

 

H31.01.11 

◯融雪剤の不正利用について 地域整備課 現在の利用者への対応を説明し、融雪剤の利用方法について次年度以降に広報掲載を

検討します。 
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30111 

H31.01.15 

◯県立自然公園筱見四十八滝「長滝」の木製の橋修復について（要望書） 農都環境課 

商工観光課 

２月２日に現場を再度確認しました。筱見四十八滝は、地域等で管理をされ、地域の

活性化や篠山市の観光客誘致に寄与しています。要望の橋の設置者が不明な状況ではあ

りますが、筱見四十八滝の有用性は十分に感じています。今回の要望を受け、橋の修復

を地元の有志団体に委託し、本年度予算により修復します。同団体は市の登山道マップ

調査業務も受託し、また、地元の団体でもあり日々の滝の様子も確認する等の活動もさ

れていますので、当該団体に事業を委託することが 善と考えます。なお、今回の「長

滝」の橋の修復に合わせまして、軽微な登山道の整備も委託することを考えています。

また、里山再生活動に取り組んでいる団体が自ら里山を整備する際には、橋梁も含めた

登山道周辺の整備計画（全体構想）を策定し、３カ年で整備いただける場合、里山菜園

事業補助金をご活用いただけます。 

30112 

H31.01.15 

◯合同会社里山工房くもべ（旧雲部小学校）周辺整備の要望について 市民協働課 

教育総務課 

検討中です。 

 

H31.01.15 

◯篠山川の護岸崩壊 地域整備課 丹波土木事務所河川課へ連絡済みです。 

 

H31.01.15 

◯市民センターに限らず、学校・幼稚園・保育所・公民館等を対象にして

「寄付図書コーナー」の設置について 

中央図書館 各施設においては毎年 新の図書や必要な図書を計画的に購入し限られたスペースで

管理を行っています。また、図書館では寄贈いただける本を限定する等各施設において

も必要とする図書が限定されることから、ご寄贈いただいた図書全てを活用することは

難しいと考えます。つきましては、今後ご寄贈いただける方と各施設が必要としている

図書とがマッチングできるような仕組み作りを検討していければと思います。 

B30034 

H31.01.16 

◯①味間小学校ＰＴＡへの入会が加入の意思確認無しに行われており、届

出制にする等是正してほしい。②小学校ＰＴＡ会員以外の保護者並びに児

童も会員と同様の扱いとする取り決めをしてほしい。③ＰＴＡの負担が大

きく退会したい。 

学校教育課 

社会教育課 

同小学校ＰＴＡは、総務部、教養交流部、体育保険部、生活指導部、厚生部の５部会

で構成され、学校と家庭が協力して児童の福祉増進と会員相互の研修親和を目的として

組織されている任意団体です。主な活動は、危険個所点検や交通立番、夏のプール監視

のほか、三世代交流行事や講演会の開催、資源回収活動の収益による備品購入等、児童

の幸せを願い、学校と家庭が協力して取り組んでいるものです。保護者同士や先生との

交流のほか、行事を通じて地域の方々と知り合いになる等子どもたちの環境を整えるだ

けではなく、保護者の皆さんの子育て環境にも役立つ取組だと考えます。ＰＴＡは、任

意団体であることから、その入退会は保護者の自由意志であると考えますが、社会の中
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で子どもたちを守り育てるためには、家庭と学校が連携し手を取り合って取り組むこと

が大切です。入会の方法や活動内容、退会等ご不明な点については、今一度小学校ＰＴ

Ａ事務局にご相談ください。 

30113 

H31.01.17 

◯仮称「村雲ＦＭラヂオ局」設置についての要望書 市民協働課 コミュニティＦＭ局の設置につきましては、市において調査、検討を進めたいと考え

ています。なお、検討を進める中で様々なお願いをさせていただくことがあると思いま

すが、その際はご協力をお願いします。 

 

H31.01.17 

◯森林環境譲与税を財源として、担い手確保、間伐等森林整備の継続的な

実施、間伐材の搬出に対する支援措置を求める。 

議会事務局 議長及び副議長へ回覧しました。 

 

H31.01.17 

◯市道（通学路）の補修 地域整備課 道路パトロール員が実施します。 

 

H31.01.18 

◯①１２月４日に試み不調となった福住校区（約半分）への大芋浄水場給

水区域拡張のその後の進捗状況についての問合せ②対策の検討と区域拡張

の早期実施の要望 

上水道課 現在の取組状況を説明し、順調にいけば平成３１年度の秋ごろに区域拡張を行いたい

旨を説明しました。 

 

H31.01.19 

◯城南児童クラブのおやつについて、学童保育のおやつをチョコレートや

あめなどではなく、おせんべいやおかきなど、虫歯になりにくいものにな

らないか。 

こども未来課 城南児童クラブは、地域の皆さんで運営されており、おやつの選定も保護者の意見を

取り入れながら現在に至っています。保護者から申し出があれば別のものを提供したり、

歯磨きの声掛けをすることも可能です。 

 

H31.01.21 

◯市道春日江南泉線のアスカーブ修繕 地域整備課 予算確保後に修繕を実施します。 

 

H31.01.21 

◯市施設の出入り口から一旦停止もせず、車が飛び出してきたため事故を

起こしそうになった。危険な行為であるため注意願いたい。 

給食センター 朝礼で同施設職員に事案を説明し、注意を促しました。また、納入業者に該当車があ

り、事実確認ができたため、その業者には以後十分注意されるよう申し入れを行いまし

た。 

 

H31.01.21 

◯主要地方道篠山山南線の法面からの土砂流入防止 地域整備課 丹波土木事務所道路第2課へ連絡しました。 

 

H31.01.22 

◯大芋地区の活性化、篠山市の文化創造の拠点に向け、大芋小学校跡地活

用に係る改修工事、管理委託業務への支援を求める。 

議会事務局 議長及び副議長へ回覧しました。 

 ◯城東ライオンズクラブＣＮ５０周年記念事業として、城東公民館庭園（東 地域整備課 検討中です。 
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H31.01.22 側）を芝生庭園として、リニューアル整備を計画している。工事期間中（３

月～４月）の調整協力を要望する。（※庭園は、城東ライオンズクラブが５、

１５周年記念事業で造成工事をしたもの）   

30114 

H31.01.22 

◯要望書（市道「小多田二区地区内周回道路」について） 地域整備課 検討中です。 

 

H31.01.23 

◯川代体育館の玄関が、夜間暗いため、転んでけがをした方がいる。照明

灯を設置してほしい。 

地域コミュニテ

ィ課 

１月２５日照明灯を設置しました。 

 

H31.01.23 

◯駐車場の区画線が消えかかって、駐車しにくい。 地域コミュニテ

ィ課 

２月９日に区画線工事施工を予定しています。 

 

H31.01.22 

◯市道浦川線舗装修繕 地域整備課 下水道課へ引き継ぎました。 

 

H31.01.22 

◯市道の安全対策 地域整備課 拡幅要望を検討と回答 

30116 

H31.01.22 

◯史跡篠山城跡南土塁付近整備に係る要望書 地域整備課 

文化財課 

検討中です。 

 

H31.01.23 

◯網掛地内市道堂ヶ谷線道路排水処理要望 地域整備課 修繕工事を実施 

 

H31.01.24 

◯市道の振動・騒音について 地域整備課 予算確保後に修繕を実施します。 

 

H31.01.24 

◯市道不来坂中央線 防犯灯設置要望 地域整備課 市民安全課へ引き継ぎました。 

 

H31.01.24 

◯一級河川宮田川 災害復旧施工時期等の確認 地域整備課 丹波土木事務所河川課へ連絡しました。 
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B30035 

H31.01.25 

◯①市の指定のゴミ袋について、もう少しだけ大きかったら長方形のゴミ

箱に入りやすいのですが、少しの事で小さいのでゴミ箱にひっかけて入れ

るときにやぶれてしまいます。篠山市のデカンショ娘の絵柄よりも、毎日

使い勝手がいい事の方が大事だと思うのですが、ご検討いただけたらと思

います。②ハートランのバスの件について、コミバスＣルートを利用し、旧

篠山町内（東岡屋）から今田のぬくもりの郷へ行きたいが、往路と復路の間

の時間が約３０分しかないため、利用できません。運行ダイヤを調整し、配

慮いただけませんか。 

創造都市課 

市民衛生課 

①篠山市指定ゴミ袋の横幅のサイズは、日本工業規格で定められている大きさに基づ

き作っており近隣の三田市、丹波市も同様で県下の袋で回収している自治体は、規格に

合わせている状況にあり、サイズの変更は今のところ考えていません。しかしながら、

篠山市の可燃ごみ用の白い袋は、１０ｋｇのゴミを入れても破れない材質の高密度ポリ

エチレンで作成していますが、この材質は縦の引っ張りには強いものの、ご指摘のよう

にひっかけたりするとねばりがなく裂けやすい面もあります。このため、ポリペール（ご

み入れ容器）等にごみ袋を取りつける時や割りばし等のとがったもので裂けることがあ

ります。今回のご要望の他にも同様の意見をいただいていることから、今後ごみ袋製造

業者や他市の事例を参考に裂けにくい材質への変更も検討していきますので、ご理解い

ただきますようお願いします。②市内の公共交通網については、市周辺部から公共施設

や医療機関・商業施設が集中する駅や市役所周辺へ移動し、用事を済ませてから帰るこ

とができるよう、平成３０年４月に路線やダイヤの再編を実施しております。（３便／日

程度）それに伴って、駅や市役所周辺から周辺部へ向かう反対方向への運行は、現状到

着後すぐに折り返しており、周辺部にある施設利用に当たっては、十分な時間がありま

せん。そうした状況の改善については、今後もバス事業者と協議を重ねていく必要があ

ります。 

 

H31.01.27 

◯市道当野古森線の道路敷地の桜の木が雪の重みで裂けている 地域整備課 現地確認しました。道路パトロールで伐採、除却しました。 

30118 

H31.01.28 

◯奥山砂防池の視察点検について 農都環境課 奥山砂防池（奥山池）の視察点検結果については、兵庫ため池保全サポートセンター

が実施した、ため池定期点検のとおり洪水吐の流末部分の土留壁周辺に陥没箇所や洪水

吐流入部に土砂が堆積し閉塞状態等であるため、必要な対策を行うよう専門技術者意見

のとおりです。奥山砂防池（奥山池）の土砂浚渫事業、ため池改修事業及びため池廃止

事業については、平成３１年２月６日に現地で説明したとおり受益面積等により国等の

補助を受ける事業があります。ただし、当該ため池は、土地改良施設であり管理者は奥

山水利組合となっていますので、地元負担金が生じます。現時点では、採択を受けるた

めの測量設計等については、国が５０％の補助で残りの３０％（限度額は１００万円）

は市となり、その残りが地元負担金となります。また、工事費については、事業により
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異なりますが、５％若しくは１５％などの地元負担金となっています。奥山水利組合、

受益者等でご検討いただき、事業同意・実施される場合は、お手数ですが各事業の要望

書を提出いただきますようよろしくお願いします。 

 

H31.01.28 

◯広報で清掃センター公害調査委員の公募にかかる申込書について、自宅

が遠いのに取りに来てほしいと言われた。郵送できないのか。市はそうい

う応対を指導しているのか、市長は市民目線と言っているが、どうなって

いるのか。 

清掃センター 翌日午前中にご自宅までお詫びに伺い、申込書を届けた。夕刻、電話をいただいた際

に再度お詫びしました。 

 

H31.01.28 

◯辻地内、国道「３７２号」における下水道マンホール蓋周りの舗装版が

飛散による対応依頼。 

下水道課 H31.2.18 通行車両が多いため、定期的に状況確認を行い、Ｈ３１年度上半期にて修

繕を実施する。 

 

H31.01.28 

◯市道河内台5号線の修繕要望 地域整備課 予算確保後に修繕を実施する。 

 

H31.01.29 

◯市道「網掛堂ヶ谷線」における下水道マンホール蓋周りクラック発生に

よる対応依頼。 

下水道課 周辺にて地域整備課対応案件により合わせて応急対応済みです。経過観察とし、今後

の修繕対応を検討します。 

 

H31.01.31 

◯今田町下小野原地内、篠山市道「学校道線」において、下水道マンホー

ル蓋周辺に以前より段差が発生しているため、現地確認・緊急対応の依頼

下水道課 マンホール蓋３か所の周辺に段差を確認しました。常温合材により復旧作業済みです。 

30119 

H31.02.01 

◯藤岡ダム水系幹線水路破損復旧にかかる要望書 農都環境課 

地域整備課 

藤岡幹線水路の破損復旧に係る市道の舗装工事については、農業用配水管の沈下によ

りパイプライン送水管が損傷したことが原因と考えられます。しかし、市道の中には水

道管や下水道管も埋設されており、全体的な沈下も考えられることから、今回に限り舗

装復旧に関係する工事費は、市で予算確保を行い、対応します。また、藤岡ダム水系幹

線水路破損復旧に係る工事費については、土地改良事業補助金（機能更新型）で工事費

の３０％（補助金上限６０万円）を支援します。補助金の申請書等をご提出ください。 

B30036 

H31.02.01 

◯篠山市にどうして道の駅があれば良いのになぜないのですか。丹波市は

「おばあちゃんの郷」「青垣」にありますね。非常に淋しいし残念です。も

っと時代にのった政策を期待しています。丹波篠山市の名前が泣きます。

地域整備課 市道は、国道１７３号線沿いに「なかの里」（中）、「青空市場」（細工所）、「一本杉販

売所」（安田）などがあり地域の方々が地域で育てた野菜等の販売等の運営を行われ、他

にも市内各所で同様な販売所があります。また、「味土里館」（東吹）をＪＡ丹波ささや

まが運営を行っています。「道の駅」の設置については、過去にはＪＡ丹波ささやまが主

体となりハートピアセンターで道の駅設置の検討が行われたこともありましたが、道の



平成３０年度 下半期要望等の要旨・回答 

- 44 - 

受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

駅として登録される要件の中で、駐車場の駐車可能台数や国道からの進入路と用排水路

との兼ね合い等の問題により、計画が見送られた経緯もあります。市内で道の駅の必要

性が高まった際は、物販営業を運営するＪＡ丹波ささやま、まちづくり協議会等と慎重

に設置の可能性を検討します。 

B30037 

H31.02.01 

◯ささやま市議会だよりの表紙に掲載された、「新年を告げる渡瀬橋のいの

しし」について、いのししに祝いのしめなわが橋の入口、片方だけ２頭にし

てあり、片方はしめなわがしてありませんでした。お祝いなのでいろいろ

な事があると思いますが、他県からの方々がホッとする篠山市になればと

思います。 

地域整備課 ささやま市議会だより第８５号の表紙に掲載されている「新年を告げる渡瀬橋のいの

しし」は、兵庫県が管理する主要地方道西脇篠山線の渡瀬橋の親柱に設置されたモニュ

メントです。しめなわは、しめなわが設置された側の地域の方が亥年を祝うために、渡

瀬橋に設置されているいのししのモニュメントに橋梁の管理者である兵庫県の承諾を得

て設置されたものです。 

B30038 

H31.02.01 

◯早朝に今田町から駅まで向かう交通手段がない。 創造都市課 公共交通については、需要をふまえ交通事業者がサービスとして供給するため、行政

だけで解決しがたい問題ですが、市民の皆様に利用しやすい公共交通の在り方について、

今後も交通事業者と協議しながら検討していきます。 

 

H31.02.01 

◯市道矢代新旧国道線路肩の損傷 地域整備課 ２月５日、道路パトロール員で修繕済です。 

30120 

H31.02.04 

◯河川安全対策のお願い①山崩れによる河川崩壊について②国道１７３号

線橋下への土砂堆積について 

農都環境課 

地域整備課 

①普通河川小原川の状況を確認した結果、河川は、山崩れにより埋塞していますが、

それにより水が流れる方向が変わっていないことや、下流の民家まで距離が離れており、

その間には埋塞しておらず、勾配が緩い河川の区間があることから、緊急性は低いと考

え、土砂撤去の要望には沿えかねます。また、当該被災箇所については、土砂流出区域

に民家等が存在しないことから、治山事業で改修することはできません。ただし、自治

会等が治山工事等を実施する際には、市単独農林業施設災害復旧事業補助金を活用いた

だけます（事業費の２分の１、もしくは上限１，０００千円）。なお、河川を塞ぐ倒木は、

今後の出水で流れの支障となり、隣接する山林や林道に影響を及ぼす恐れがあるため、

一部の倒木撤去を実施します。 

②国道横断部については、河川断面の３割以上の堆積が確認され、出水による国道の

交通への影響及び下流に近接する民家への流入の危険性が高いため、予算を確保の上土

砂撤去を実施します。限られた予算を緊急性による優先順位と公平な対応を検討し判断

しておりますのでご理解とご協力をお願いします。 
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H31.02.04 

◯市道上における転倒事故 地域整備課 謝罪し、改修工事の予定を連絡済みです。 

 

H31.02.04 

◯藤坂川護岸崩壊に伴う復旧要望 地域整備課 丹波土木事務所河川課へ連絡済みです。 

 

H31.02.04 

◯県道福住三田線の舗装、側溝の修繕要望 地域整備課 丹波土木事務所道路第2課へ連絡済みです。 

 

H31.02.04 

◯土地を観光客等の休憩スペース等に活用していただければいい。寄付し

たい。 

地域整備課 当該の土地は、路区域外の宅地であり、地域整備課では該当する事業がありませんで

した。創造都市課、管財契約課へ照会するも、該当事業はありませんでした。 

 

H31.02.04 

◯普通河川の土砂浚渫 地域整備課 一部実施で回答済みです。 

 

H31.02.05 

◯一級河川 篠山川京口橋下流の左岸の法面に植えられた桜が大きくな

り、家に影響を及ぼしている。 

地域整備課 丹波土木事務所河川課へ連絡済み。周辺で竹の伐採を予定されています。地元で合意

形成が得られれば、伐採及び防虫駆除の対応も可能です。 

 

H31.02.05 

◯小枕川の堤防陥没 地域整備課 丹波土木事務所河川課へ連絡済みです。 

 

H31.02.05 

◯土砂災害警戒区域 急傾斜地の崩壊 一印谷Ⅱ、一印谷（２）Ⅰについ

て、急傾斜地崩壊対策事業を実施要望 

地域整備課 丹波土木事務所公園砂防課へ連絡済みです。各土砂災害警戒区域では、事業採択要件

を満たしていないが、連続しているため、一体として事業実施可能であるが、自治会か

らの要望書の提出が必要です。 

 

H31.02.05 

◯市道中央線 高木老木桜木が歩道部の通行に支障となっているため、安

全な歩行空間を確保していただきたい。 

地域整備課 景観刷新事業 城跡内桜木伐採植樹工事にて対応します。 

30121 

H31.02.05 

◯釜屋中筋線（市道）の修復のお願い 地域整備課 検討中です。 

B30039 

H31.02.06 

◯桜の咲いていない時期にボンボリを点灯するのではなく、３～５分咲き

になったころから点灯されたらいいと思います。 

商工観光課 篠山城跡周辺のボンボリは、篠山市商工会が実施されています。ボンボリスポンサー

として募集し、１個４千円にて掲出されています。春の暖かい季節に、市民の皆さんや

観光客の方が篠山城跡を散策できるよう足元を照らすとともに、企業や団体がスポンサ
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

ーとなられたボンボリをできるだけ長い期間、広告できるように咲いていない時期から

も点灯されています。また、頂戴したスポンサー料で設置費と電気代を支払されている

とお聞きしています。節約の観点もありますので、篠山市商工会には、点灯の時期につ

いて配慮いただくようにお伝えしました。 

 

H31.02.06 

◯保育園の入所の合否及び内定通知等は、だいたいいつ頃届くか。 こども未来課 ２月１５日に発送予定です。 

 

H31.02.07 

◯市道八上内渋谷線の舗装修繕要望について 地域整備課 予算確保後に修繕を実施する。 

 

H31.02.08 

◯今後の丹波篠山ビデオ大賞に対する意見、提案について 総務課 委員長はじめ各委員におつなぎし、３１回目以降のビデオ大賞のあり方を検討してい

く中で参考にします。 

 

H31.02.08 

◯市道釜屋中筋線の修復要望 地域整備課 市道の路肩が崩れている現状を確認し、次年度以降工事の予算を確保し事業実施しま

す。（令和２年度当初予算要求予定） 

 

H31.02.08 

◯昨年の台風の増水時の影響にて、法面が崩れているため、現地確認・修

繕対応依頼。 

下水道課 下水道雨水管渠としての位置づけがあるため、令和元年度に修繕を実施します。 

30122 

H31.02.12 

◯自治会集会施設（公民館）のエアコン設置にかかる助成についての要望

書 

管財契約課 自治会集会施設（公民館）のエアコン設置にかかる助成について、「篠山市集落におけ

る公共的施設建設事業の助成制度」の利用ができますので、管財契約課までお問い合わ

せください。 

 

H31.02.12 

◯奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を森林環境譲与税（仮称）で順次計画

的に皆伐を進め、天然林に戻すこと求める。 

議会事務局 議長及び副議長へ回覧しました。 

 

H31.02.12 

◯市道西紀丹南線の西紀大橋で凍結によるスリップ事故で高欄を損傷させ

ている。 

地域整備課 道路パトロール員で対応。 

 

H31.02.13 

◯市道味間北長戸線の舗装修繕要望 地域整備課 道路パトロール員にて補修実施。予算確保後に修繕工事を実施します。 

30123 

H31.02.14 

◯「下河原町の暮しと町並みと文化を守る会」への指導支援について 地域計画課 

文化財課 

１ 市役所内の一次的な窓口について 

伝統的建造物群保存地区（伝健地区）の制度は、現状変更の規制や修理補助を行うこ

とで、建物と町並み景観を保全するというものであり、近年増加傾向にある伝統的建造



平成３０年度 下半期要望等の要旨・回答 

- 47 - 

受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

物等を活用した店舗やイベントについて、その内容の規制まではできません。そうした

中で「下河原町自治会の暮らしと町並みと文化を守る会」を立ち上げられ、自治会独自

のまちづくり協定を作られたことは、伝健地区のまちづくりにおいて大変有意義である

と考えます。まちづくり協定の内容は、観光や開発、移住など多岐にわたるため、関連

する部署に周知し、情報共有をさせていただきました。多分野を一元化した窓口の創設

は早期には難しいですが、市役所内の部署間の連携で対応したいと考えます。伝健地区

を担当している文化財課を一次的な窓口にしてください。 

２ 関連した支援制度について 

集落などの一定のまとまりのある地区について、住民の方々が話し合い、自分たちの

地区のルールを定めることができる「里づくり計画制度」があります。篠山市緑豊かな

里づくり条例に基づくもので、地域住民が主体となって、自分たちの地区のルールを定

めた里づくり計画を策定し、市長の認定を受けることにより、行政との連携のもとに里

づくり計画に沿ったまちづくりを行うことができます。開発行為や建築行為に関する立

地基準、建築物や工作物等の景観基準、緑化や緑地の保全、その他の景観形成や住環境

保全に必要な事項などの地区独自のルールを定めることができます。 

また、このほかにも地区の将来像の実現に向け、イベントや交流事業、公園整備など

里づくりに関する様々な事項を計画に盛り込むことができます。 

 なお、地域計画課景観室では、以下のような支援制度がありますのでご活用ください。 

(1)学習会等への支援…移住者、事業者等のふるさと学習について 

景観形成に伴う城下町の町並みや歴史的な建造物等についての学習会や研修会等を開

催する場合、講師として、景観・まちづくりの専門家を派遣する支援制度があります。 

(2)協定策定等の支援…定住しない事業・営業事業者等に関する紳士協定等について 

まちづくりの専門家と学習し合いながら協定内容について定めることも「篠山市景観

形成支援制度」を活用すれば可能です。 

30124 

H31.02.14 

◯城東ライオンズクラブＣＮ５０周年記念事業のご依頼について 地域コミュニテ

ィ課 

検討中です。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

 

H31.02.15 

◯メガソーラー発電事業計画に基づく送電ルートの道路台帳図の提供につ

いて 

地域整備課 ２月２０日、道路台帳図の交付が可能なことについて、説明済みです。 

 

H31.02.18 

◯「辺野古新基地建設」が、沖縄県民にのみ過重な負担を強い、その尊厳

を踏みにじるものであることに鑑み、解決に向けた主体的な取り組みを日

本国民全体に呼びかけるとともに、政府に対し、沖縄県民の民意を尊重す

ることを求める決議を求める 

議会事務局 議長及び副議長へ回覧しました。 

 

H31.02.18 

◯市道横断側溝の清掃 地域整備課 令和元年度で実施します。 

 

H31.02.18 

◯辻地内、国道「３７２号」における下水道マンホール蓋周りの舗装版が

飛散による対応依頼。 

下水道課 通行車両が多いため、定期的に状況確認を行い、平成３１年度上半期に修繕を実施し

ます。 

 

H31.02.20 

◯県道大沢新東吹線の舗装沈下の修繕要望 地域整備課 丹波土木事務所 道路第２課へ連絡済み 

30125 

H31.02.20 

◯要望書（緊急避難道路の新設並びに都市計画道路「大沢・味間南線」の

事業の早期再開について） 

地域整備課 都市計画道路 大沢味間南線については、平成５年度の旧丹南町時代に都市計画決定が

なされ、全体計画延長１，５７０ｍのうち、平成８年度から平成１８年度にかけて６３

０ｍを整備しました。残区間の整備については、平成２０年度に策定した「篠山再生計

画」の方針に基づき、財政が大変厳しい中、このような大型投資事業である都市計画道

路整備事業については休止せざるを得ず、また、篠山市都市計画マスタープランにおい

ても「社会経済状況の変化などを勘案しながら廃止を含めてそのあり方について検討す

る」とされています。ご承知のとおり、財政健全化の道を歩んではいるものの、残事業

費は約２０億円にもなりたやすく着手できるものではないことをご賢察いただきますよ

うお願いします。 

緊急時の避難経路としましては、市道辻ケ内音羽１号線において味間新及び中野方面

へ、市道東石橋音羽線において味間南方面へそれぞれ避難等が可能であると考えていま

す。また、自治会内を流れる砂防河川については、兵庫県が砂防えん堤設置工事を進め、

平成３０年２月に完成しています。これにより、有事の際、一定量の土砂の流出を抑え

ることができるとともに、土砂の流出までに時間がかかるため、避難するための時間が

確保できるものと考えます。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

しかしながら、近年集中豪雨など想定を超える被害も発生しています。市では、いの

ちを守る防災マップづくりや防災学習、防災訓練などについて支援を行っていますので、

避難訓練等をご検討ください。 

30126 

H31.02.21 

◯篠山東雲高等学校へのグラウンド整備に関する財政支援について（要望） 管財契約課 

地域整備課 

検討中です。 

 

H31.02.21 

◯県道三田篠山線の道路災害復旧工事について、工事の進捗状況を神戸新

聞の三田版に掲載されていた。篠山市内の工事でるのに三田版で知るのは

おかしい。 

地域整備課 丹波土木事務所道路第 2 課へ連絡。県道の工事等について、県民局のＨＰ等での活用

もお願いします。 

 

H31.02.21 

◯宅地の沈下 地域整備課 個人対応を説明（了解済） 

 

H31.02.22 

◯①戸建て住宅への給水圧等について②低水圧地域での消火活動（消火栓

からの吸引の可否） 

上水道課 ①戸建住宅への給水圧について、計画給水量の少ない一般戸建て住宅や小規模な事務

所等では水圧検討結果の添付は省略していますが、低水圧地域（静水圧０．３Ｍｐａ以

下程度の場所）や計画水量の大きい物件については必要に応じて検討結果の提出をお願

いしています。なお、篠山市の平野部地域では概ね０．５Ｍｐａ以上の静水圧を有して

います。３階以上の建築物については原則として直結直圧給水としています。ただし、

集合住宅、病院、飲食店、工場等一時的に大量の水を必要とするものや断水時にも給水

確保の必要があるものについては、受水槽式給水としています。 

②「配水管は水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直結連結されていないこと」

と水道法施行令でも規定されています。ため池やプールの水を吸引するように配水管直

結の消火栓から吸引した場合、負圧の力が働くこととなり、周辺の配水管に濁りが生じ

たり、出水不良となったりすることはもとより、配水管内に危険なものや非衛生的なも

のが吸い込まれる恐れも生じます。これは大変危険で甚大な影響を周辺広範囲に及ぼす

おそれにもつながります。消火活動でも、消火栓からの吸引は行われていません。 

B30041 

H31.02.25 

◯投票に関して、時間が無く投票所に行くのが難しい。ネット投票ができ

るようにすればいいのではないか。 

選挙管理委員会

事務局 

各種選挙につきましては、公職選挙法の規定に基づき執行しています。投票の方法は、

同法第４４条に「選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない」とされ

ています。投票方法にはこのほかに、告示日から期日の前日までの間に投票できる「期

日前投票（同法４８条の２）」、病院等の施設等で投票できる「不在者投票（同法４９条）」
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受 付 日 
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等がありますが、インターネットを利用した投票については、現在法令の定めが無く、

実施することはできません。法令に基づく選挙の執行について、ご理解いただきますよ

うお願いします。 

 

H31.02.25 

◯音羽グリーンタウン内に緊急避難道路の新設並びに都市計画道路「大沢・

味間南線」の事業の早期再開を求める。 

議会事務局 議長及び副議長へ回覧しました。 

 

H31.02.25 

◯市道西岡屋立町線 西町交差点の今村邸に年末に引き続き突っ込む事故

が発生し。対策として、交差点内に誘導のドットラインを引いてもらいた

い。 

地域整備課 現地確認の結果、北から西へ進む車両が内周りをしていることが事故の要因の一因で

あるため、平成31年度で交差点内に誘導のドットラインを施工する。 

 

H31.02.26 

◯県道丸山南新町線の側溝蓋の破損 地域整備課 丹波土木事務所 道路第2課へ連絡済 

 

H31.02.27 

◯街渠桝グレーチング修繕要望 地域整備課 業者に依頼済みです。 

 

H31.02.27 

◯ＴＰＰについて 議会事務局 議長及び副議長へ回覧しました。 

30129 

H31.02.28 

◯交通安全諸対策の推進について 市民安全課 検討中です。 

 

H31.02.28 

◯篠山市道「遠方宝蔵寺線」の舗装陥没による現地調査依頼。 下水道課 H31.3.12 現地確認により下水道管布設による影響はありません。地域整備課による

経過観察とする。 

 

H31.02.28 

◯市施設でパワハラがあるのではないか。 給食センター 事情を聞き取った結果、職員同士のコミュニケーション不足であるとともに新人教育

体制が整っていなかったことが要因でした。今後は栄養教諭や調理師と十分協議し、こ

れまでできていなかった新人教育担当を明確にする等職場環境の改善に努めます。 

 

H31.03.01 

◯県道黒石三田線 木津地内の路肩の堆積土砂の撤去及び法面の浸食につ

いて 

地域整備課 丹波土木事務所道路第2課へ連絡済みです。 

 

H31.03.01 

◯県道黒石三田線 木津地内の路肩の堆積土砂の撤去及び法面の浸食につ

いて 

地域整備課 丹波土木事務所道路第2課へ連絡済みです。 

 ◯自治会で道づくりを実施するので砕石を支給してもらいたい。 地域整備課 ３月２１日までに指定場所へ２トンの砕石を搬入予定です。 



平成３０年度 下半期要望等の要旨・回答 

- 51 - 

受付番号 
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H31.03.04 

 

H31.03.04 

◯一級河川住吉川の河川堤防が市道西古佐学校線であり、砕石舗装である

が、路面の凹凸が激しいため、整備をお願いしたい。 

地域整備課 現地確認の結果、路面の凹凸が約10㎝程度あり、車両通行に支障があるため、不陸整

正及び転圧を実施します。（令和元年度予算確保） 

30127 

H31.03.05 

◯要望書（取り付け道路の整備について） 地域整備課 検討中です。 

 

H31.03.05 

◯市道の擁壁補修 地域整備課 H32年以降に予算確保で修繕 

 

H31.03.05 

◯市道から私道への誤侵入について 地域整備課 看板を設置する。 

 

H31.03.05 

◯市道鍛冶屋垣内内垣内線の舗装修繕要望 地域整備課 予算確保後に修繕を実施する。 

30128 

H31.03.05 

◯施設利用に関する要望書 社会教育課 検討中です。 

B30042 

H31.03.06 

◯①今田町はバスが少なくＪＲの駅までの足がない。タクシーがないのな

らバスを走らせてほしい。②市役所窓口にいくとだいたい皆下を向き出て

こようとしない。 

創造都市課 

総務課 

①公共交通については、需要をふまえ交通事業者がサービスとして供給するため、行

政だけで解決しがたい問題ですが、利用しやすい公共交通の在り方について、ニーズが

あるということも共有しつつ、今後も交通事業者と協議しながら検討します。 

②このたびは、お気を悪くさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした。本市職員

につきましては、毎年「接遇研修」を行うとともに、「接遇マニュアル」を机上パソコン

に掲載するなど、あいさつ、接遇の向上に努めております。しかしながら、まだまだ至

らぬ点がありましたこと、真摯に反省し、今後さらに訪れやすい市役所を目指します。 

B30043 

H31.03.06 

◯５月１日に丹波篠山市誕生を祝って内堀をデカンショ踊りするとのこと

ですがその折三の丸トイレを大勢の人が使用されると思うのですがそのト

イレのペーパーを入れるところがこわれていたり、入れにくかったりしま

すのでこの機会にペーパー入れをシンプルな入れやすいものに取り換えて

はいかがですか。 

地域整備課 男女トイレに設置されている全てのホルダーを確認したところ、一部、レバーが固く

操作しずらい物もありましたが、現状は壊れている物はなく、問題なく使用できる状態

となっております。 

今後破損等で使用不能となった際に新しいホルダーに交換します。 

30130 ◯宮ノ前・井ノ上地内市道の路面舗装について 地域整備課 検討中です。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

H31.03.07 

30131 

H31.03.08 

◯住吉台南側雑木の伐採について 地域整備課 検討中です。 

30132 

H31.03.08 

◯土砂災害警戒区域急傾斜地の崩壊（一印谷（２）Ⅰ）及び（一印谷Ⅱ）急

傾斜地崩壊対策事業への採択要望 

地域整備課 検討中です。 

 

H31.03.08 

◯市道小野原今田線道路陥没 地域整備課 業者に指示済みです。 

 

H31.03.08 

◯藤坂地内道路補修要望 地域整備課 農道のため多面的で対応を依頼しています。 

 

H31.03.08 

◯篠山川左岸京口橋上流の桜について、通行の支障になっている。数年前

から言っているがいつになったら伐採するのか？ 

地域整備課 現在、桜のつぼみが芽吹いているため、桜の花が散ってから伐採を実施します。 

B30044 

H31.03.08 

◯交響ホール駐車場にいつも市職員の自家用車が停まっている。職員駐車

場は別にあるのではないか。 

総務課 投書いただきました車種、ナンバーを調査したところ、本市職員であることが判明し

ました。早速当該職員に対し聞き取りの上、厳重注意を行いました。今後におきまして

も皆様に信頼いただけるよう心がけます。 

 

H31.03.11 

◯桑原地内における養鶏業に起因する問題解決を求める。 議会事務局 議長及び副議長へ回覧しました。 

 

H31.03.11 

◯水路補修要望 地域整備課 多面的の計画路線のため多面的で対応依頼。 

 

H31.03.11 

◯舗装修繕要望 地域整備課 道路パトロール員による注意喚起ポール設置及び、予算確保後に修繕を実施します。 

 

H31.03.11 

◯県道下立杭柏原線の外側線付近まで松の木が繁茂している。通行に支障

になっている。 

地域整備課 丹波土木道路第２課へ連絡済みです。 

 

H31.03.11 

◯市道水路の越水対策について 地域整備課 予算確保後に修繕を実施します。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

 

H31.03.11 

◯篠山中学校自転車通学路上の下水道マンホール蓋周辺に以前より段差が

発生しているため、現地確認・緊急対応の依頼を受ける。（篠山市道「郡家

呉服町線」、「厩線」） 

下水道課 マンホール蓋３箇所の周辺に段差確認しました。常温合材により復旧作業済です。 

 

H31.03.12 

◯市役所職員が下を向いたままで窓口に出てこない。誰の為に仕事をして

いるのか。 

議会事務局 この度は、お気を悪くさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした。本市職員につ

きましては、毎年「接遇研修」を行うとともに、「接遇マニュアル」を机上パソコンに掲

載するなど、あいさつ、接遇の向上に努めております。しかしながら、まだまだ至らぬ

点がありましたこと、真摯に反省し、今後さらに訪れやすい市役所を目指します。 

 

H31.03.12 

◯国道176号（犬飼）廃道処理について 地域整備課 昭和36年の廃道告示に伴う旧道部分について協議。下水道の中継ポンプの移設または

買取りのどちらかで協議します。（買い取る方向） 

 

H31.03.13 

◯丹波篠山市場事業の継続について支援を求める。 議会事務局 議長及び副議長へ回覧しました。 

30133 

H31.03.13 

◯要望書（一般社団法人丹波篠山市場への支援について） 農都政策課 検討中です。 

B30045 

H31.03.13 

◯職員の方への 低限の教育をお願いします。掛け売りは信頼して行って

いるのですが、支払の遅延が目立ちますし、支払時期を問い合わせても「確

認します」とだけ言われてその後連絡いただけません。４か月も遅れて振

り込まれたこともあります。他部署の方も掛売りで購入されており、こう

いった事案は発生していませんが、改めて職員の方に伝票処理について教

育していただけませんか。 

総務課 支払いに関しましてご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんでした。 

おっしゃる通り、「掛売り」については、信頼関係の上に成り立っており、今回の事象

につきましては、信頼を失いかねないと認識します。ご指摘いただいた職員につきまし

ては、所属長及び人事担当部長から厳重に注意を行ったところです。 

 

 

H31.03.14 

◯１ 「きんかん」を生で提供せず、ゼリーにするなど食べやすくして提

供してください。 

２ 「クジラの肉」が硬いので、食べやすくやわらかくして提供してくだ

さい。 

３ 献立表の「ちぐさ和え」や「焼きハンバーグ」等、原材料が何か分か

らず、アレルギーがあるのか判断しづらいので、詳しい説明書きをお願い

します。 

給食センター 学校給食が栄養バランスのとれた献立であることはもとより、子どもたちが適切な食

生活や食習慣、食に対する知識を身につけることを目的に、幅広く食品を使用したり、

多様な調理法を取り入れたりするなど、「食」の大切さを感じられる献立の提供に努めて

います。生で食べても美味しいものを生で食べなくなってしまったり、嗜好に合わせて

食べなくなってしまったりと、食生活が変わりつつある現代社会です。しかしながら、

学校給食ではそのような食材も、旬の時期に提供することにより、本来の味を知っても

らうことで、子どもたちの「食」の選択肢を広げたいと考えています。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

４ 献立表の用紙サイズをＡ４サイズにしていただきたい。 「きんかん」についての給食ノートでの子どもたちの感想です。 

・食べてみたら美味しかった。 

・「酸っぱいねー」ということから会話が弾んだり、スーパーに行って「きんかん」と

いうものがどれか分かるようになった。 

などの感想をいただいたりしています。「きんかん」は、子どもたちに生で食べてもら

いたい食材ですが、ご意見も参考にさせていただきたいと考えます。 

 次に、「クジラの肉」は、他の肉類に比べ脂質が少なく、基本的に硬めの肉類です。

また学校給食では、衛生上、決められた温度で加熱調理をしますので、肉類や魚類は、

ご家庭で食べられるよりも硬く感じられることがあると思います。 

 なお、篠山市の学校給食では、「カムカム献立」として、じゃこやスルメ、ゴボウな

どの、よく噛んで食べることが必要な食品を使った献立を提供し、子どもたちが、「よく

噛んで食べること」の重要性を理解し、習慣化するよう取り組んでいますことをご理解

いただければ嬉しく思います。しかしながら、今後、調理方法等を検討していきたいと

考えます。 

 献立表についてですが、現在はＢ４サイズを使用しています。献立名のほか、エネ

ルギーや栄養の情報、その月に伝えたいことなどを記載しています。また、子どもたち

にも見やすく食材が何かわかりやすく、かつ興味をもって見てもらえるよう、手書きの

食材の絵を挿入しています。 

 ご提示いただいた A４サイズにすると文字等が小さくなり、非常に見づらくなりま

すし、また、Ａ４サイズに収めるために絵などをカットすると、子どもたちにとっては

文字ばかりの、非常に味気ない献立表となってしまいます。基本的には掲示用と考えて

おりますので現状のもので継続させていただきたいと考えます。 

 次に、「原材料が何か分からず、アレルギーがあるのか判断しづらいので、詳しい説

明書きを」という件につきまして、学校給食ではハンバーグ等の加工食品は、食品添加

物が使用された食品は極力使用せず、学校給食用に開発されたものを利用するよう努め

ています。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

B30046 

H31.03.15 

◯本庁玄関前の大きな「丹波篠山」のパネル丹波篠山市では？丹波篠山に

なるのか？市名と思いますが。 

創造都市課 市庁舎玄関前のパネルについては、朝日放送の朝の情報番組「おはよう朝日です」の

企画「あなたの街を盛り上げ隊」で市民が応募され、企画の中で作成いただいたものを

引き継いでいます。ご了承くださいますようお願いいたします。 

 

H31.03.15 

◯県道本郷東浜谷線の法面土砂流出について 地域整備課 丹波土木 道路第2課へ連絡済み。 

 

H31.03.15 

◯市道小田中細工所線について、9 か所の舗装の窪みがあるので補修をお

願いしたい。 

地域整備課 道路パトロールにより対応。 

 

H31.03.15 

◯市道舗装の補修。 地域整備課 道路パトで実施。 

 

H31.03.15 

◯市道西町前沢田線の水路蓋掛けについて 地域整備課 歩道用製品の設置で了承を得る。 

H31年度の通園センター敷地内工事後に発注予定 

 

H31.03.15 

◯西紀南地区今後の地域ラボ改修に向けて（要望） 市民協働課 検討中です。 

 

H31.03.18 

◯児童間トラブルに係る相談。 学校教育課 対応済みです。 

 

H31.03.18 

◯国道176号の騒音・振動 地域整備課 丹波土木 道路第2課へ連絡済みです。 

 

H31.03.18 

◯市道東馬出線 擬木を損傷 地域整備課 道路損傷復旧事務に基づき損傷行為者により復旧指示しました。 

 

H31.03.18 

◯指定給水装置工事事業者のホームページでの標記が分かりにくい 地域整備課 意見も踏まえ有益で充実した情報提供を行うよう努める旨回答済みです。 

30135 

H31.03.18 

◯要望書（下水道による県道の沈下） 下水道課 検討中です。 

 

H31.03.20 

◯県土木災害復旧工事に伴う市道の舗装損傷について 地域整備課 丹波土木事務所河川課へ伝達しました。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

 

H31.03.20 

◯一級河川 畑川 護岸の整備について（竹の伐採） 地域整備課 丹波土木事務所河川課へ伝達しました。 

 

H31.03.20 

◯みそら台団地内の公衆用道路横断水路の蓋破損 地域整備課 令和元年度で蓋交換を実施します。 

 

H31.03.20 

◯砂防河川奥谷川の吸出し陥没箇所の安全対策について 地域整備課 杭、注意喚起テープにて現地安全対策実施済みです。 

 

H31.03.20 

◯呉服町地内にて、下水道管より異臭が発生しているため、担当部署によ

る調査依頼を受ける。 

下水道課 現地調査では原因が不明でした。地元関係地区等へ異臭発生経緯と注意喚起のビラを

配布します。 

30135 

H31.03.22 

◯一般県道「黒石三田線」における舗装修繕対応後において、舗装版の沈

下が見受けられるための再対応依頼。 

下水道課 修繕対応受注者にて手直し指示による再対応済みです。 

30136 

H31.03.22 

◯福住地区まちづくり協議会事務所の「たき幼稚園跡地」への移転につい

て（要望） 

市民協働課 検討中です。 

 

H31.03.22 

◯市道栗柄上線の道路の補修 地域整備課 道路パトロールにより対応します。 

 

H31.03.24 

◯市道岩崎奥池線、竹浦線の陥没について 地域整備課 令和元年度予算で修繕対応を行います。 

 

H31.03.25 

◯市道西連寺線の舗装要望 地域整備課 予算確保後に修繕を実施します。 

 

H31.03.26 

◯市道南新町南線の水路、舗装の修繕要望 地域整備課 水路に関しては底打ちコンクリートの打設(予算確保後)舗装に関しては道路パトロー

ル員で対応します。 

 

H31.03.26 

◯水路鉄板蓋の改善 地域整備課 個人所有につき対応できません。 

 

H31.03.26 

◯市道補修要望①市道下小野原中道線②市道学校道線 地域整備課 ①道路パトロール員により補修しました。 

②下水道課へ引継しました。 
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受付番号 
受 付 日 

要望要旨 担当部署 回答内容 

 

H31.03.26 

◯自己所有地の倉庫の沈下 

(一級河川天内川の隣接地) 

地域整備課 丹波土木事務所河川課へ連絡済みです。 

 

H31.03.26 

◯一級河川辻川 一斗缶の不法投棄について 地域整備課 丹波土木事務所 河川課へ連絡済みです。 

 

H31.03.27 

◯「辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転の国民

的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決すべきとする意見書

採択を求める陳情」の提出を求める。 

議会事務局 議長及び副議長へ回覧しました。 

B30047 

H31.03.27 

◯ＳＮＳ上に市役所内の情報を家族に話しているような投稿があった。 

守秘義務やコンプライアンスはどうなっているのか？ 

こうした職員は処分すべきである。 

総務課 投稿者や家族を調査しましたが、本市市役所には臨時職員も含め、該当する職員は在

籍していませんでした。なお、本市職員については、臨時職員に至るまで、守秘義務の

徹底を教育しておりますが、今後も引き続き細心の注意を払ってまいります。 

30137 

H31.03.27 

◯市道改修についての要望書 地域整備課 検討中です。 

30138 

H31.03.27 

◯市道・整備に関する要望書 地域整備課  検討中です。 

 




